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表 本県の地域別人口動向

人口・産業等

年

地域名
昭和 年 平成 年 （ ）

増減率 平成 年 （ ）
増減率 平成 年 （ ）

増減率

青森地域 人 人 ％ 人 ％ 人 ％

津軽地域

南部地域

下北地域

計

国勢調査による。

表 製造品出荷額等の推移

（従業員 人以上の事業所）

区分
年次

事 業 所 数 従 業 者 数 製 造 品 出 荷 額 等

総 数 平成 年比 総 数 平成 年比 総 数 平成 年比

万円

元

平成 年は速報値
青森県の工業 より



表 エネルギー別消費量（電力を除く）

（従業者 人以上の事業所）

年 次

エネルギー別
単位 年 年 年 年

消 費 事 業 所 数

合 計

揮 発 油

ガ ソ リ ン

灯 油

軽 油

重 油

重 油

重 油

炭 化 水 素 油

液 化 石 油 ガ ス

石 油 コ ー ク ス

石 炭

石 炭 コ ー ク ス

高 炉 ガ ス

天 然 ガ ス

液化天然ガス（ ） 絶乾

都 市 ガ ス

回 収 黒 液

廃 タ イ ヤ

石油等消費構造統計調査より



表 農林業の動向

区 分 単位 年 年 年 年 年 年

販 売 農 家 戸 数 戸

専 業 農 家

第 種 兼 業

第 種 兼 業

農 家 人 口 人

農 業 就 業 人 口

基幹的農業従事者

耕 地 面 積

田

畑

普 通 畑

樹 園 地

牧 草 地

農作物作付延べ面積

耕 地 利 用 率 ％

森 林 面 積

農 業 産 出 額 百万円

構

成

比

米 ％

果 実

野 菜

畜 産

そ の 他

資料 農林水産統計年報、生産農業所得統計、農林水産省統計部、青森県森林資源統計書



区分 年次 総 数 魚 類 貝 類
その他の
水産動物

藻 類

漁
獲
数
量（
ト
ン
）

漁
獲
金
額（
百
万
円
）

表 年次別漁業生産量及び金額

各項目の合計と総数の値については、四捨五入により一致しない事もある。

表 青森県内の自動車保有台数の推移

年 総 数
登 録 車 両 数

小型二輪 軽自動車
計 貨物車 乗合車 乗 用 大型特殊 特 種

（各年 月 日現在）



物 質 環 境 上 の 条 件 評 価 方 法

二 酸 化 硫 黄 時間値の 日平均値が 以下
であり、かつ、 時間値が 以
下であること。

・短期的評価
測定を行った日又は時間について、測定結果を環境
基準に照らして評価する。ただし、 日平均値につい
ては、 時間値の欠測が 日のうち 時間を超える場
合には、評価の対象としないものとする。
・長期的評価
年間における 日平均値について、高い方から ％
の範囲内にあるものを除外して評価する。ただし、
日平均値につき環境基準を超える日が 日以上連続し
た場合には、このような取扱は行わないこととして、
その評価を行うものとする。

一 酸 化 炭 素 時間値の 日平均値が 以下で
あり、かつ、 時間値の 時間平均値
が 以下であること。

浮 遊 粒 子 状 物 質 時間値の 日平均値が 以
下であり、かつ、 時間値が

以下であること。

二 酸 化 窒 素 時間値の 日平均値が から
のゾーン内又はそれ以下であ

ること。

年間における 日平均値のうち、低い方から ％に
相当するもの（以下 日平均値の年間 ％値 という。）
が 以下の場合は環境基準が達成され、 日平
均値の年間 ％値が を超える場合は環境基準
が達成されていないものと評価する。なお、年間にお
ける測定時間が 時間に満たない測定局について
は、環境基準による大気汚染の評価の対象とはしない。

光化学オキシダント 時間値が 以下であること。

備考
この環境基準は、工業専用地域、車道その他一般公衆が通常生活していない地域又は場所については、適用しな

い。
浮遊粒子状物質とは、大気中に浮遊する粒子状物質であって、その粒径が 以下のものをいう。
光化学オキシダントとは、オゾン、パーオキシアセチルナイトレートその他の光化学反応により生成される酸化

性物質（中性ヨウ化カリウム溶液からヨウ素を遊離するものに限り、二酸化窒素を除く。）をいう。

大 気 汚 染

表 大気汚染に係る環境基準
大気の汚染に係る環境基準（昭和 年 月 日環境庁告示第 号）及び二酸化窒素に係る環境基準（昭和 年 月

日環境庁告示第 号）

ベンゼン等による大気の汚染に係る環境基準（平成 年 月 日環境庁告示第 号）

物 質 環 境 上 の 条 件

ベ ン ゼ ン 年平均値が 以下であること。

トリクロロエチレン 年平均値が 以下であること。

テトラクロロエチレン 年平均値が 以下であること。

ジ ク ロ ロ メ タ ン 年平均値が 以下であること。

備考
この環境基準は、工業専用地域、車道その他一般公衆が通常生活していない地域又は場所については、適用しな

い。
ベンゼン等による大気の汚染に係る環境基準は、継続的に摂取される場合には人の健康を損なうおそれがある物

質に係るものであることにかんがみ、将来にわたって人の健康に係る被害が未然に防止されるようにすることを旨
として、その維持又は早期達成に努めるものとする。



区 分

市町村名

大 気 汚 染 防 止 法 青 森 県 公 害 防 止 条 例

ばい煙発生施設 粉じん発生施設 ば い 煙 関 係 施 設 粉じん関係施設

施設数 工場事業場数 施設数 工場事業場数 施 設 数 工場事業場数 施設数 工場事業場数

市

青 森 市 （ ） （ ） （ ）

弘 前 市 （ ） （ ） （ ）

八 戸 市 （ ） （ ） （ ）

黒 石 市 （ ） （ ） （ ）

五所川原市 （ ） （ ） （ ）

十 和 田 市 （ ） （ ） （ ）

三 沢 市 （ ） （ ） （ ）

む つ 市 （ ） （ ） （ ）

小 計 （ ） （ ） （ ）

東

津

軽

郡

平 内 町 （ ） （ ） （ ）

蟹 田 町 （ ） （ ） （ ）

今 別 町 （ ） （ ） （ ）

蓬 田 町 （ ） （ ） （ ）

平 舘 村 （ ） （ ） （ ）

三 厩 村 （ ） （ ） （ ）

小 計 （ ） （ ） （ ）

西

津

軽

郡

鯵 ヶ 沢 町 （ ） （ ） （ ）

木 造 町 （ ） （ ） （ ）

深 浦 町 （ ） （ ） （ ）

森 田 村 （ ） （ ） （ ）

岩 崎 村 （ ） （ ） （ ）

柏 村 （ ） （ ） （ ）

稲 垣 村 （ ） （ ） （ ）

車 力 村 （ ） （ ） （ ）

小 計 （ ） （ ） （ ）

中
津
軽
郡

岩 木 町 （ ） （ ） （ ）

相 馬 村 （ ） （ ） （ ）

西 目 屋 村 （ ） （ ） （ ）

小 計 （ ） （ ） （ ）

南

津

軽

郡

藤 崎 町 （ ） （ ） （ ）

大 鰐 町 （ ） （ ） （ ）

尾 上 町 （ ） （ ） （ ）

浪 岡 町 （ ） （ ） （ ）

平 賀 町 （ ） （ ） （ ）

常 盤 村 （ ） （ ） （ ）

田 舎 館 村 （ ） （ ） （ ）

碇 ヶ 関 村 （ ） （ ） （ ）

小 計 （ ） （ ） （ ）

表 大気汚染防止法及び青森県公害防止条例に基づく届出施設数

（平成 年 月 日現在）



（注） ．粉じん発生施設は、一般粉じん発生施設のみで、県内に特定粉じん発生施設はない。
．県条例対象施設のみを設置する工場事業場数は、（ ）書とした。
．ばい煙関係施設のうち、法と条例の両方の対象となる施設（小型ボイラー）の数は、（ ）書とした。

区 分

市町村名

大 気 汚 染 防 止 法 青 森 県 公 害 防 止 条 例

ばい煙発生施設 粉じん発生施設 ば い 煙 関 係 施 設 粉じん関係施設

施設数 工場事業場数 施設数 工場事業場数 施 設 数 工場事業場数 施設数 工場事業場数

北
津
軽
郡

板 柳 町 （ ） （ ） （ ）

金 木 町 （ ） （ ） （ ）

中 里 町 （ ） （ ） （ ）

鶴 田 町 （ ） （ ） （ ）

市 浦 村 （ ） （ ） （ ）

小 泊 村 （ ） （ ） （ ）

小 計 （ ） （ ） （ ）

上

北

郡

野 辺 地 町 （ ） （ ） （ ）

七 戸 町 （ ） （ ） （ ）

百 石 町 （ ） （ ） （ ）

十和田湖町 （ ） （ ） （ ）

六 戸 町 （ ） （ ） （ ）

横 浜 町 （ ） （ ） （ ）

上 北 町 （ ） （ ） （ ）

東 北 町 （ ） （ ） （ ）

下 田 町 （ ） （ ） （ ）

天 間 林 村 （ ） （ ） （ ）

六 ヶ 所 村 （ ） （ ） （ ）

小 計 （ ） （ ） （ ）

下

北

郡

川 内 町 （ ） （ ） （ ）

大 畑 町 （ ） （ ） （ ）

大 間 町 （ ） （ ） （ ）

東 通 村 （ ） （ ） （ ）

風 間 浦 村 （ ） （ ） （ ）

佐 井 村 （ ） （ ） （ ）

脇 野 沢 村 （ ） （ ） （ ）

小 計 （ ） （ ） （ ）

三

戸

郡

三 戸 町 （ ） （ ） （ ）

五 戸 町 （ ） （ ） （ ）

田 子 町 （ ） （ ） （ ）

名 川 町 （ ） （ ） （ ）

南 部 町 （ ） （ ） （ ）

階 上 町 （ ） （ ） （ ）

福 地 村 （ ） （ ） （ ）

南 郷 村 （ ） （ ） （ ）

倉 石 村 （ ） （ ） （ ）

新 郷 村 （ ） （ ） （ ）

小 計 （ ） （ ） （ ）

計 （ ） （ ） （ ）



区 分

市町村名

電 気 事 業 法 ガ ス 事 業 法
ば い 煙 発 生 施 設 一般粉じん発生施設 ばい煙発生施設

ボイラー
廃 棄 物
焼 却 炉

ディーゼ
ル発電機

ガ ス
タービン

鉱 物 の
堆 積 場

ベ ル ト
コンベア

ガス発生炉

青 森 市 （ ） （ ） （ ）
弘 前 市 （ ） （ ） （ ）
八 戸 市 （ ） （ ） （ ） （ ） （ ） （ ）
黒 石 市 （ ） （ ）
五 所 川 原 市 （ ）
十 和 田 市 （ ）
三 沢 市 （ ）
む つ 市 （ ） （ ） （ ）
平 内 町 （ ）
三 厩 村 （ ）
鰺 ケ 沢 町 （ ） （ ）
深 浦 町 （ ）
柏 村 （ ）
車 力 村 （ ）
相 馬 村 （ ）
西 目 屋 村 （ ）
藤 崎 町 （ ） （ ）
大 鰐 町 （ ）
尾 上 町 （ ）
浪 岡 町 （ ）
平 賀 町 （ ）
田 舎 館 村 （ ）
碇 ケ 関 村 （ ） （ ）
板 柳 町 （ ）
金 木 町 （ ） （ ）
中 里 町 （ ） （ ）
野 辺 地 町 （ ）
百 石 町 （ ） （ ）
十 和 田 湖 町 （ ）
東 北 町 （ ）
下 田 町 （ ）
天 間 林 村 （ ）
六 ケ 所 村 （ ）
大 畑 町 （ ）
東 通 村 （ ） （ ）
五 戸 町 （ ）
田 子 町 （ ）
名 川 町 （ ）
階 上 町 （ ）
福 地 村 （ ）

計 （ ） （ ） （ ） （ ） （ ） （ ）

表 電気事業法及びガス事業法に基づく施設設置状況

（平成 年 月 日現在）

注 （ ）内は、工場・事業場数である。
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と

こ
た

し
続

連
上

以
日

的
期

長
の

準
基

境
環

無
有

値
均

平
日

る
よ

に
価

評
準

基
境

環

数
日

た
え

超
を

況
状

合
適

）
日

）
間

時
）

）
間

時
）

％
）

日
）

％
）

）
有 無

・ ）
）

日

八

市
戸

八

）
価

評
的

期
長

校
学

小
戸

場
市

魚
二

第
市

戸
八

適

校
学

小
岸

根

適

校
学

小
野

梗
桔

適

校
学

中
野

中
小

適

校
学

小
堤

市
森

青

適

学
中

一
第

前
弘

市
前

弘

適

校 校
学

小
鎖

戸
村

所
ヶ

六

適

校
学

小
駮

尾

適 適

）
注

価
評

的
期

長
の

準
基

境
環

が
値

均
平

日
る

よ
に

数
日

た
え

超
を

い
高

の
値

均
平

日
、
は

と
ら

か
方

を
値

均
平

日
の

囲
範

の
％

値
均

平
日

の
後

た
し

外
除

ち
う

の
。
る

あ
で

数
日

た
え

超
を

が
値

均
平

日
、
し

だ
た

が
日

た
え

超
を

日
べ

延
た

し
続

連
上

以
日

、
ち

う
の

数
て
っ
入
に
日
当
該
外
除
％

は
て
い
つ
に
分
数
日
る
い

。
い
な
し
外
除

表
果

結
定

測
黄

硫
化

酸
二

成
平

）
度
年



測

定

局

区

分

市

町

村

測

定

局

一酸化窒素（ ） 二酸化窒素（ ）

有 効

測 定

日 数

測 定

時 間

年 平

均 値

時間

値 の

最高値

日平均

値の年

間 ％

値

有 効

測 定

日 数

測 定

時 間

年 平

均 値

時間

値 の

最高値

時 間 値 が

を 超

え た 時 間 数

と そ の 割 合

（日）（時間）（ ）（ ）（ ）（日）（時間）（ ）（ ）（時間）（％）

環

境

大

気

測

定

局

八

戸

市

八戸小学校

八 戸 市
第二魚市場

根岸小学校

桔梗野小学校

小中野中学校

青

森

市

堤 小 学 校

甲田小学校

新 城 中 央
小 学 校

弘
前
市

弘 前 第 一
中 学 校

五
所
川
原
市

五 所 川 原
第三中学校

黒
石
市

スポカルイン
黒 石

六
ヶ
所
村

戸鎖小学校

尾駮小学校

自

排

局

八
戸
市
六 日 町

青
森
市
青 森 県 庁

弘
前
市
文京小学校

浪
岡
町
大栄小学校

表 窒素酸化物測定結果

（注） ． ％値評価による日平均値 を超えた日数 とは、 年間の日平均値のうち低い方から ％の範囲に
． 自排局 とは、自動車排出ガス測定局のことである。（以下同じ）



あって、かつ、 を超えたものの日数である。

窒素酸化物（ ）

時 間 値

が

以 上

以下の

時 間 数 と

そ の 割 合

日 平 均 値

が

を 超 え た

日 数 と

そ の 割 合

日 平 均 値

が

以 上

以 下

の 日 数 と

そ の 割 合

日 平 均

値 の 年

間 ％

値

％ 値
評 価 に
よ る 日
平 均 値
が

を
超 え た
日 数

有 効

測 定

日 数

測 定

時 間

年 平

均 値

時 間

値 の

最 高 値

日 平 均

値 の 年

間 ％

値

年 平

均 値

（

）

（時間）（％）（日）（％）（日）（％）（ ） （日） （日） （時間）（ ）（ ）（ ） （％）

（平成 年度）



市 町 村 測 定 局

昼 間

測 定

日 数

昼 間

測 定

時 間

昼間の

時間

値の年

平均値

昼間の 時

間 値 が

を 超 え

た 日 数 と

時 間 数

昼間の 時

間 値 が

以上の日

数と時間数

昼間の

時間

値 の

最高値

昼間の

日最高

時間

値の年

平均値

（日）（時間）（ ）（日）（時間）（日）（時間） （ ）（ ）

八 戸 市
八 戸 小 学 校

八戸市第二魚市場

青 森 市 堤 小 学 校

弘 前 市 弘前第一中学校

六ヶ所村 尾 駮 小 学 校

表 光化学オキシダント測定結果

（注） 昼間とは 時から 時までの時間をいう。したがって、 時間値は 時から 時まで得られる
ことになる。

表 一酸化炭素測定結果（非分散型赤外分析法）

測
定
局
区
分

市 町 村 測定局

有 効

測 定

日 数

測 定

時 間

年 平

均 値

時 間 値

が

を 超 え た

回 数 と

そ の 割 合

日 平 均 値

が

を 超 え た

日 数 と

そ の 割 合

時間

値 の

最高値

日平均

値 の

％

除外値

日平均値
を

超えた日
が 日
以上連続
したこと
の 有 無

環境基準
の長期的
評価によ
る日平均
値
を超えた
日 数

（日）（時間）（ ）（回）（％）（日）（％）（ ）（ ）（有 ・
無 ） （日）

環
境
大
気
測
定
局

八 戸 市

八 戸
小学校

八戸市
第 二
魚市場

自

排

局

八 戸 市 六日町

青 森 市 青 森
県 庁

弘 前 市 文 京
小学校

浪 岡 町 大 栄
小学校

（注） 環境基準の長期的評価による日平均値が を超えた日数 とは、日平均値の高い方から ％の範囲の日平
均値を除外した後の日平均値のうち を超えた日数である。
ただし、日平均値が を超えた日が 日以上連続した延日数のうち、 ％除外該当に入っている日数分につ

いては除外しない。

（平成 年度）

（平成 年度）



測
定
局
区
分

市 町 村 測 定 局

測 定

時 間

年 平

均 値

時にお

ける年

平均値

時測定

日 数

時

時 間

平 均 値

時
時 間 平

均 値 が

を 超 え た
日 数 と
そ の 割 合

時
時 間 平

均 値 が

を 超 え た
日 数 と
そ の 割 合最高値 最低値

（時間）（ ）（ ）（日）（ ）（ ）（日）（％）（日）（％）

環
境
大
気
測
定
局

八 戸 市

八 戸
小 学 校
八戸市第
二魚市場

六 ヶ
所 村

尾 駮
小 学 校

自

排

局

八 戸 市 六 日 町

青 森 市 青森県庁

弘 前 市 文 京
小 学 校

浪 岡 町 大 栄
小 学 校

表 非メタン炭化水素測定結果

表 メタン及び全炭化水素測定結果

測
定
局
区
分

市

町

村

測 定 局

メ タ ン 全 炭 化 水 素

測 定

時 間

年 平

均 値

時にお
ける年
平均値

時
測定
日数

時
時 間

平 均 値

測 定

時 間

年 平

均 値

時にお
ける年
平均値

時
測定
日数

時

時間平均値

最高値 最低値 最高値 最低値

（時間） （ ）（ ） （日）（ ）（ ）（時間） （ ）（ ） （日）（ ）（ ）

環
境
大
気
測
定
局

八

戸

市

八 戸
小 学 校

八戸市第
二魚市場

六
ヶ
所
村

尾 駮
小 学 校

自

排

局

八
戸
市
六 日 町

青
森
市
青森県庁

弘
前
市

文 京
小 学 校

浪
岡
町

大 栄
小 学 校

（平成 年度）

（平成 年度）



測

定

局

区

分

市

町

村

測 定 局

有効

測定

日数

測 定

時 間

年 平

均 値

時間

値 が

を

超えた

時間数

日平均

値 が

を

超えた

日 数

時間

値 の

最高値

日平均

値 の

％除

外 値

日平均値

が

を

超えた日

が 日以

上連続し

たことの

有 無

環境基準

の長期的

評価によ

る日平均

値 が

を

超 え た

日 数

測定方法

（日） （時間）（ ）（時間） （日） （ ）（ ）（有 ・無 ） （日）

環

境

大

気

測

定

局

八

戸

市

八 戸 小 学 校 線法

八戸市第二魚市場

根 岸 小 学 校

桔梗野小学校

小中野中学校

青

森

市

堤 小 学 校

甲 田 小 学 校

新城中央小学校

弘
前
市
弘前第一中学校

五
所
川
原
市

五所川原第三中学校

黒
石
市
スポカルイン黒石

六
ヶ
所
村

戸 鎖 小 学 校

尾 駮 小 学 校

自

排

局

八
戸
市
六 日 町

青
森
市
青 森 県 庁

弘
前
市
文 京 小 学 校

浪
岡
町
大 栄 小 学 校

表 浮遊粒子状物質測定結果

（注） 環境基準の長期的評価による日平均値が を超えた日数 とは、日平均値の高い方から ％
の範囲の日平均値を除外した後の日平均値のうち を超えた日数である。ただし、日平均値が

を超えた日が 日以上連続した延日数のうち、 ％除外該当に入っている日数分については
除外しない。

（平成 年度）



市町村 測 定 地 点
用途
地域

年 平 均 値 年 度 月 間 値
（最高 最低）年 度

黒石市 黒 石 市 役 所 商業

五所川原市 五 所 川 原 市 役 所 住居

十和田市 みちのく銀行十和田支店 商業

三沢市
三 沢 市 役 所 商業

淋 代 小 学 校 未

むつ市 む つ 市 商 工 会 館 住居

表 硫黄酸化物測定結果（簡易サンプラー法）

（単位 ）

表 窒素酸化物測定結果（簡易サンプラー法）

（単位 ）

市町村 測 定 地 点
年 平 均 値 年 度 月 間 値

（最高 最低）年 度

黒石市 黒 石 市 役 所

五所川原市 五 所 川 原 市 役 所

十和田市 みちのく銀行十和田支店

三沢市
三 沢 市 役 所

淋 代 小 学 校

むつ市 む つ 市 商 工 会 館



市町村 測 定 地 点
年 平 均 値 年度月間値

（最高 最低）年度 年度 年度 年度 年度

青 森 市

青 森 市 役 所

青 森 工 業 高 校 （ ）

県 環 境 保 健 セ ン タ ー

弘 前 市

弘 前 市 役 所

東 北 女 子 大

弘 前 市 立 病 院

八 戸 市

八 戸 市 庁

八 戸 小 学 校

八 戸 測 候 所

旭 ヶ 丘 小 学 校

第 一 高 等 看 護 学 校

第 二 千 葉 幼 稚 園

八 戸 市 第 二 魚 市 場

鮫 小 学 校

県 機 械 金 属 試 験 所

新 産 都 市 会 館

桔 梗 野 小 学 校

黒 石 市 黒 石 市 役 所

五所川原市 五所川原市民文化会館

十和田市 みちのく銀行十和田支店

三 沢 市 三 沢 市 役 所

む つ 市 む つ 商 工 会 議 所

六ヶ所村 尾 駮 小 学 校

表 降下ばいじん経年変化（デポジットゲージ法）

（単位 月）

（注） ．（ ）内は、欠測が か月以上のもの。
． は、工業専用地域である。



市町村 測 定 地 点 年度 年度 年度 年度 年度

青 森 市 市 役 所 前 欠測

弘 前 市 警 察 署 前

八 戸 市
みちのく銀行類家支店前

八 日 町

十和田市 ナ ナ オ 家 具 店 前

三 沢 市 市 役 所 前

黒 石 市 市 役 所 前

五所川原市 西 北 病 院 前 欠測

む つ 市 合 同 庁 舎 前

表 降下ばいじん（ 月）経年変化（ダストジャー法）

（単位 月）

市町村 測 定 地 点
年 平 均 値 年 度

月 間 値
（最高 最低）年度 年度 年度 年度 年度

八

戸

市

県機械金属試験所

八戸市第二魚市場

八 戸 環 境
クリーンセンター

東 部 終 末 処 理 場

表 弗素化合物経年変化（アルカリろ紙法）

（単位 日）

（注） は 未満。



調査地点

項 目

青 森 市 岩 崎 村 名 川 町

県青年の家
岩崎村エコミュー
ジアムセンター

名川配水池

降水量 （ ）

電気伝導度 （ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

表 酸性雨調査結果（年平均値）

（平成 年度）

注 降水量は年度の合計。
注 、 は、非海塩性の 又は である。



項 目 基 準 値

カドミウム 以下

全シアン 検出されないこと

鉛 以下

六価クロム 以下

砒素 以下

総水銀 以下

アルキル水銀 検出されないこと

検出されないこと

ジクロロメタン 以下

四塩化炭素 以下

ジクロロエタン 以下

ジクロロエチレン 以下

シス ジクロロエチレン 以下

トリクロロエタン 以下

トリクロロエタン 以下

トリクロロエチレン 以下

テトラクロロエチレン 以下

ジクロロプロペン 以下

チウラム 以下

シマジン 以下

チオベンカルブ 以下

ベンゼン 以下

セレン 以下

硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 以下

ふっ素 以下

ほう素 以下

水 質 汚 濁

表 水質汚濁に係る環境基準

人の健康の保護に関する環境基準



生活環境の保全に関する環境基準

河川（湖沼を除く。）

項
目

類
型

利 用 目 的 の
適 応 性

基 準 値

水素イオ
ン 濃 度
（ ）

生物化学
的 酸 素
要 求 量
（ ）

浮 遊 物
質 量
（ ）

溶 存
酸 素 量
（ ）

大 腸 菌 群 数

水 道 級
自然環境保全及
び 以下の欄に
掲 げ る も の

以上
以下 以下 以下 以上

以下

水 道 級
水 産 級
水 浴
及び 以下の欄
に掲げるもの

以上
以下 以下 以下 以上

以下

水 道 級
水 産 級
及び 以下の欄
に掲げるもの

以上
以下 以下 以下 以上

以下

水 産 級
工業用水 級
及び 以下の欄
に掲げるもの

以上
以下 以下 以下 以上

工業用水 級
農 業 用 水
及 び の 欄
に掲げるもの

以上
以下 以下 以下 以上

工業用水 級
環 境 保 全

以上
以下 以下

ごみ等の
浮遊が認
められな
いこと。

以上



項
目

類
型

利 用 目 的 の
適 応 性

基 準 値

水素イオ
ン 濃 度
（ ）

化 学 的
酸 素
要 求 量
（ ）

浮 遊 物
質 量
（ ）

溶 存
酸 素 量
（ ）

大 腸 菌 群 数

水 道 級
水 産 級
自然環境保全及
び 以下の欄
に掲げるもの

以上
以下 以下 以下 以上

以下

水道 、 級
水 産 級
水浴及び 以下
の 欄 に
掲 げ る も の

以上
以下 以下 以下 以上

以下

水 道 級
工業用水 級
農 業 用 水
及 び の 欄
に掲げるもの

以上
以下 以下 以下 以上

工業用水 級
環 境 保 全

以上
以下 以下

ごみ等の
浮遊が認
められな
いこと。

以上

湖沼（天然湖沼及び貯水量 万立方メートル以上の人工湖）

ア

イ

項
目類

型
利 用 目 的 の 適 応 性

基 準 値
全 窒 素 全 燐

自然環境保全及び 以下の欄に掲げるもの 以下 以下

水道 、 、 級（特殊なものを除く。）
水産 種
水浴及び 以下の欄に掲げるもの

以下 以下

水道 級（特殊なもの）及び 以下の欄に掲
げるもの

以下 以下

水産 種及び の欄に掲げるもの 以下 以下
水産 種、工業用水、農業用水、環境保全 以下 以下



海 域

ア

項
目

類
型

利 用 目 的 の
適 応 性

基 準 値

水素イオ
ン 濃 度
（ ）

化 学 的
酸 素
要 求 量
（ ）

溶 存
酸 素 量
（ ）

大 腸 菌 群 数
ヘキサン
抽出物質
（油分等）

水道 級、水浴、
自然環境保全及
び 以下の欄に
掲 げ る も の

以上
以下 以下 以上

以下

検出され
ないこと。

水産 級、工業
用水及び の欄
に掲げるもの

以上
以下 以下 以上

検出され
ないこと。

環 境 保 全
以上
以下 以下 以上

イ

項
目類

型
利 用 目 的 の 適 応 性

基 準 値
全 窒 素 全 燐

自然環境保全及び 以下の欄に掲げるもの
（水産 種及び 種を除く。）

以下 以下

水産 種
水浴及び 以下の欄に掲げるもの
（水産 種及び 種を除く。）

以下 以下

水産 種
及び の欄に掲げるもの
（水産 種を除く。）

以下 以下

水産 種
工業用水
生物生息環境保全

以下 以下



水 域 該当類型
達成
期間

備 考

新田川上流（長館橋より上流） イ

新井田川河口水域
（昭和 年 月 日
閣議決定）

新田川下流（長館橋より下流） ハ

馬淵川上流（ 引橋より上流） イ

馬淵川下流（ 引橋より下流） ロ

五戸川上流（戌橋より上流） イ

五戸川下流（戌橋より下流） イ

相坂川上流（蔦川合流点より上流） イ

相坂川中流（蔦川合流点から幸運橋まで） イ

相坂川下流（幸運橋より下流） イ

工業港 海域 ロ

工業港 海域 ロ

工業港 海域 ロ

河口海域（甲） 海域 ロ

河口海域（乙） 海域 ロ

河口海域（丙） 海域 イ

十和田湖 湖沼 イ

岩木川上流（神田橋から上流） ロ

岩木川水域
（昭和 年 月 日
青森県告示第 号、
平成 年 月 日青
森県告示第 号）

岩木川下流（神田橋から下流） ロ

平川（全域） ロ

浅瀬石川上流（滝ノ股川合流点から上流） イ

浅瀬石川下流 ロ
（滝ノ股川合流点から下流であって、浅瀬石川ダム貯水池
に係る部分を除いたもの）

浅瀬石川ダム貯水池（全域） 湖沼 イ

山田川（全域） イ

大秋川（全域） イ

大落前川（全域） イ

虹貝川（全域） イ

飯詰川（全域） イ

表 生活環境に係る環境基準の水域類型の指定状況

、 （ ）等



水 域 該当類型
達成
期間

備 考

中村川（全域） イ

日本海岸水域
（昭和 年 月 日
青森県告示第 号、
平成 年 月 日青
森県告示第 号）

赤石川（全域） イ

追良瀬川（全域） イ

吾妻川（全域） イ

笹内川（全域） イ

深浦港 海域 イ

日本海岸地先海域 海域 イ

今別川（全域） イ 津軽半島北側水域
（昭和 年 月 日
青森県告示第 号、
平成 年 月 日青
森県告示第 号）

長川（全域） イ

津軽半島北側海域 海域 イ

蟹田川（全域） イ

陸奥湾西側水域
（昭和 年 月 日
青森県告示第 号、
平成 年 月 日青
森県告示第 号、
平成 年 月 日青
森県告示第 号）

高石川（全域） イ

新城川（全域） ロ

沖館川（全域及び支川） ロ

堤川上流（横内川合流点から上流） イ

堤川下流（横内川合流点から下流） ロ

横内川上流（水源池取水口から上流） イ

横内川下流（水源池取水口から下流） イ

駒込川上流（駒込川頭首工から上流） イ

駒込川下流（駒込川頭首工から下流） ロ

野内川（全域） イ

陸奥湾 海域 イ

陸奥湾 海域 イ

陸奥湾 海域 イ

陸奥湾 海域 イ

小湊川（全域） イ

野辺地川上流（清水目橋より上流） イ

野辺地川下流（清水目橋より下流） ロ



水 域 該当類型
達成
期間

備 考

田名部川上流（荷橋より上流） イ

陸奥湾東側水域
（昭和 年 月 日
青森県告示第 号、
平成 年 月 日青
森県告示第 号）

田名部川下流（荷橋より下流） ロ

川内川上流（湯ノ川合流点より上流） イ

川内川下流（湯ノ川合流点より下流） ロ

宇曽利川（全域） イ

永下川（全域） イ

小荒川上流（中荒川 号橋より上流） イ

小荒川下流（中荒川 号橋より下流） イ

小湊港 海域 イ

野辺地港 海域 イ

大湊港 海域 イ

大湊港 海域 イ

川内港 海域 イ

陸奥湾東側海域 海域 イ

（八戸市、階上町地先水域）
蕪島北端（八戸市大字鮫町字鮫 番地）から方位
角 度に引いた線及び青森県と岩手県の境界であ
る陸岸の地点（三戸郡階上町大字道仏字廿 番
号）から方位角 度 分に引いた線内の領海

海域 イ
南浜水域
（昭和 年 月 日
青森県告示第 号）

土場川（全域） イ

東通り水域
（昭和 年 月 日
青森県告示第 号、
平成 年 月 日青
森県告示第 号、
平成 年 月 日青
森県告示第 号）

七戸川（七戸川全域及び支派川） イ

砂土路川（全域） イ

姉沼川（全域） イ

古間木川（全域） ロ

小川原湖（小川原湖全域及び高瀬川） 湖沼 ロ

東通り海域 海域 イ

むつ小川原港 海域 イ

むつ小川原港 海域 イ

むつ小川原港 海域 イ



水 域 該当類型
達成
期間

備 考

大畑川（全域） イ 下北半島北側水域
（昭和 年 月 日
青森県告示第 号）

下北半島北側海域 海域 イ

尻屋岬港 海域 イ

奥戸川（全域） イ
下北半島西側水域
（昭和 年 月 日
青森県告示第 号）

古佐井川（全域） イ

下北半島西側海域 海域 イ

大間港 海域 イ

全窒素、全燐

水 域 該当類型
達成
期間

備 考

陸奥湾（焼山崎と平舘灯台を結ぶ線及び陸岸に
より囲まれた海域）

海域 イ
陸奥湾水域
（平成 年 月 日
青森県告示第 号）

（注） ．該当類型の欄中、湖沼又は海域の表示のあるものは生活環境に係る環境基準の

湖沼又は海域の表の類型を、湖沼又は海域の表示のないものは同表の河川の表

の類型を示す。

．達成期間の分類は、次のとおりとする。

イ は、直ちに達成。

ロ は、 年以内で可及的速やかに達成。

ハ は、 年を超える期間で可及的速やかに達成。

．備考欄は、当該水域に係る指定水域の名称及び指定年月日等である。

．堤川及び駒込川の に係る項目については、基準値を適用しない。

．水域欄の は平成 年 月 日付け青森県告示第 号、平成 年 月

日付け青森県告示第 号、平成 年 月 日付け青森県告示第 、 号に

より一部改正があった水域であることを示す。

．相坂川の河川法上の名称は奥入瀬川である。



表 水質調査水域の概要図

名称が、 で囲まれたものは、環境基準類型指定がなされている。



水 域 名

笹 内 川

吾 妻 川

追 良 瀬 川

赤 石 川

中 村 川

鳴 沢 川

岩 木 川

湯 ノ 沢 川

木 戸 ケ 沢

大 秋 川

平 川

津 刈 川

大 落 前 川

虹 貝 川

土 淵 川

浅 瀬 石 川

温 川 沢

新 十 川

旧 十 川

飯 詰 川

金 木 川

山 田 川

長 川

今 別 川

蟹 田 川

高 石 川

新 城 川

表 水質調査水域一覧

水 域 名

沖 館 川

堤 川

横 内 川

駒 込 川

野 内 川

浅 虫 川

小 湊 川

野 辺 地 川

小 沢 川

境 川

田 名 部 川

新 田 名 部 川

小 荒 川

宇 曽 利 川

永 下 川

川 内 川

沢 川

古 佐 井 川

奥 戸 川

大 畑 川

正 津 川

小 老 部 川

七 戸 川

作 田 川

坪 川

小 坪 川

土 場 川

水 域 名

赤 川

砂 土 路 川

姉 沼 川

古 間 木 川

相 坂 川

（奥 入 瀬 川）

五 戸 川

馬 淵 川

熊 原 川

浅 水 川

新 井 田 川

市 柳 沼

田 面 木 沼

小 川 原 湖

内 沼

姉 沼

十 和 田 湖

浅瀬石川ダム貯水池

日本海岸地先海域

津軽半島北側海域

陸 奥 湾

下北半島西側海域

下北半島北側海域

東 通 り 海 域

八 戸 前 面 海 域

南 浜 海 域



表 水浴場水質調査結果

調査項目

海（湖）
水浴場名
（市町村）

ふ ん 便 性
大 腸 菌 群 数
（個 ） （ ） 透明度

（ ）

油膜
の
有無

判 定
最小値

最大値 平均値 最小値
最大値 平均値 最小 最大

合 浦
（青 森 市）

開設前 全透 なし 不検出 水質
開設中 全透 なし 不検出 水質

鰺 ヶ 沢
（鰺ヶ沢町）

開設前 全透 なし 不検出 水質
開設中 全透 なし 不検出 水質

十 符 ヶ 浦
（野辺地町）

開設前 全透 なし 不検出 水質
開設中 全透 なし 不検出 水質

小 川 原 湖
（三 沢 市）

開設前 全透 なし 不検出 水質
開設中 全透 なし 不検出 水質

白 浜
（八 戸 市）

開設前 全透 なし 不検出 水質
開設中 全透 なし 不検出 水質

椿 山
（平 内 町）

開設前 全透 なし 不検出 水質
開設中 全透 なし 不検出 水質

観瀾山公園
（蟹 田 町）

開設前 全透 なし 不検出 水質
開設中 全透 なし 不検出 水質

玉 松
（蓬 田 村）

開設前 全透 なし 不検出 水質
開設中 全透 なし 不検出 水質

平 舘
（平 舘 村）

開設前 全透 なし 不検出 水質
開設中 全透 なし 不検出 水質

出 来 島
（木 造 町）

開設前 全透 なし 不検出 水質
開設中 全透 なし 不検出 水質

岡 崎 海 岸
（深 浦 町）

開設前 全透 なし 不検出 水質
開設中 全透 なし 不検出 水質

千畳敷海岸
（深 浦 町）

開設前 全透 なし 不検出 水質
開設中 全透 なし 不検出 水質

風合瀬海岸
（深 浦 町）

開設前 全透 なし 不検出 水質
開設中 全透 なし 不検出 水質

森 山 海 岸
（岩 崎 村）

開設前 全透 なし 不検出 水質
開設中 全透 なし 不検出 水質

大間越海岸
（岩 崎 村）

開設前 全透 なし 不検出 水質
開設中 全透 なし 不検出 水質

脇 元
（市 浦 村）

開設前 全透 なし 不検出 水質
開設中 全透 なし 不検出 水質

新設鰺ヶ沢
（鰺ヶ沢町）

開設前 全透 なし 不検出 水質
開設中 全透 なし 不検出 水質

砂 浜 海 岸
（横 浜 町）

開設前 全透 なし 不検出 水質
開設中 全透 なし 不検出 水質

浜 台
（東 北 町）

開設前 全透 なし 不検出 水質
開設中 全透 なし 不検出 水質

蕪 島
（八 戸 市）

開設前 閉 鎖 中
開設中

小 川 原 湖
（上 北 町）

開設前 全透 なし 不検出 水質
開設中 全透 なし 不検出 水質

サンセットビーチあさむし
（青 森 市）

開設前 全透 なし 不検出 水質
開設中 全透 なし 不検出 水質

三沢ビードルビーチ
（三 沢 市）

開設前 全透 なし 不検出 水質
開設中 全透 なし 不検出 水質

折 腰 内
（小 泊 村）

開設前 全透 なし 不検出 水質
開設中 全透 なし 不検出 水質

（平成 年度）



区 分 ふん便性大腸菌群数 油膜の有無 透 明 度

適

水質 不検出
（検出限界 個 ）

油膜が
認められない

以下
（湖沼は 以下）

全透
（ 以上）

水質
個 以下

油膜が
認められない

以下
（湖沼は 以下）

全透
（ 以上）

可

水質
個 以下

常時は油膜が
認められない

以下
未満
以上

水質
個 以下

常時は油膜が
認められない

以下
未満
以上

不 適
個 を

超えるもの
常時油膜が
認められる

超 未満

表 水浴場の判定基準

（注） 判定は、同一水浴場に関して得た測定値の平均による。
不検出 とは、平均値が検出限界未満のことをいう。



項 目 環 境 基 準

カドミウム 以下

全シアン 検出されないこと

鉛 以下

六価クロム 以下

砒素 以下

総水銀 以下

アルキル水銀 検出されないこと

検出されないこと

ジクロロメタン 以下

四塩化炭素 以下

ジクロロエタン 以下

ジクロロエチレン 以下

シスー ジクロロエチレン 以下

トリクロロエタン 以下

トリクロロエタン 以下

トリクロロエチレン 以下

テトラクロロエチレン 以下

ジクロロプロペン 以下

チウラム 以下

シマジン 以下

チオベンカルブ 以下

ベンゼン 以下

セレン 以下

硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 以下

ふっ素 以下

ほう素 以下

表 地下水の水質汚濁に係る環境基準

平成 年 月 日 環境庁告示第 号



地 域 名 測 定 地 点
採 取
年月日

外観

一 般 項 目 健 康

（ ）
・

（％）（ ）（ ）

沖 館 川 沖 館 橋 砂泥

堤 川 石 森 橋 腐泥

田 名 部 川 下 北 橋 砂泥

馬 淵 川 大 橋 砂 軽石

市 柳 沼 中 央 砂泥

田 面 木 沼 中 央 砂泥

内 沼 中 央 砂泥

姉 沼 中 央 砂泥

十 和 田 湖
休 屋 前 面 泥

子ノ口前面 泥

陸 奥 湾

青 森 港（西） 砂泥

青 森 港（東） 泥

堤 川 沖 泥

野 辺 地 港 泥

大湊港（芦崎） 泥

大 湊 港
（田 名 部 川 河 口）

泥

むつ小川原港 鷹 架 沼 砂泥

むつ小川原港 尾 駮 沼 砂泥

表 公共用水域



の底質測定結果

（平成 年度）

項 目 特 殊 項 目 そ の 他 の 項 目

（ ）（ ）（ ）（ ）（ ）（ ）（ ）（ ）（ ）



月
気 温
（ ）

水 温
（ ）

濁 度
（度）

酸消費量
（ ）

全硬度
（ ）

塩化物イオン
（ ）

鉄
（ ）

全蒸発残留物
（ ）

表 青森県八戸工業用水道水質測定結果

表 青森県六ヶ所工業用水道水質測定結果

（注） ．気温・水温・濁度・ 月平均
．その他の項目 月 回測定

月
気 温
（ ）

水 温
（ ）

濁 度
（度）

酸消費量
（ ）

全硬度
（ ）

塩化物イオン
（ ）

鉄
（ ）

全蒸発残留物
（ ）

未満

未満

未満

未満

未満

未満

未満

未満

未満

未満

未満

（注） ．気温・水温・濁度・ 月平均
．その他の項目 月 回測定

（平成 年度）

（平成 年度）



表 私たちの名水 一覧

（注）年度は、認定年度である。

昭 和 年 度

横 内 川 （青 森 市）河川水

（水源地上流部）

安 田 水 天 宮 （ ）湧 水

御 膳 水 （弘 前 市）

小 田 内 沼 湧 水 （三 沢 市）

神明宮のトヨの水 （深 浦 町）

沸 壺 池 の 清 水 （岩 崎 村）

御 神 水 （岩 木 町）

十 和 田 霊 泉 （浪 岡 町）

冷 水 ッ コ （中 里 町）

湧 つ ぼ （ ）

昭 和 年 度

御 茶 水 （弘 前 市）湧 水

厚 目 内 の 寒 水 （黒 石 市）

沼 袋 の 水 （十和田市）

白 上 の 湧 水 （ ）

落 人 の 里 の 水 （ ）

桂 水大 明 神の水 （ ）

小 杉 沢 の 湧 水 （岩 木 町）

観 音 清 水 （平 賀 町）

昭 和 年 度

清 水 観 音 水 （弘 前 市）湧 水

堂 ケ 平 桂 清 水 （ ）

羽 黒 神 社 霊 泉 （岩 木 町）

八
はっ

甲 田 清 水 （十和田湖町）

関 根 の 清 水 （三 戸 町）

白 翁 泉 （ ）

弥 勒 の 滝 （田 子 町）河川水

昭 和 年 度

権 現 様 の 清 水 （五所川原市）湧 水

寺 下 の 滝 （階 上 町）河川水

階 上 岳 龍
りゅう

神 水 （ ）湧 水

マ リ ア 清 水 （平 賀 町）

広 岡 羽 黒 さ ま （木 造 町）



名 称 所 在 地 水の形態 概 要

富田の清水 弘前市大字紙漉町 湧 水

弘前市の中央、紙漉町、吉野町一帯は、湧

水が豊かなところ。文化幼稚園と稲荷神社

近くの清水は、今でも市民に公共的に使わ

れている。これらを総称し、旧富田村にちな

んで トミタのシツコ と呼ばれている。

渾神の清水
南津軽郡平賀町

大字唐竹
湧 水

平賀町の中央から山間部へ登る中途に渾神

の清水がある。道端に面して、小さな鳥居

と祠があり、その下より清水が湧き出して

おり、 霊泉 の碑がまつってある。

表 県内から選定された 名水百選 （昭和 年度環境庁選定）

表 県内から選定された 日本の水浴場 選 （平成 年度環境庁選定）

名 称 所 在 地 概 要

千 畳 敷 海 岸 西津軽郡深浦町

寛政の大地震で海底地盤が隆起してできた

大きな畳のような岩礁からなる特徴的な景

観を有する水浴場であり、景勝地である千

畳敷の造形美を楽しみながら遊泳できる、

自然環境や景観に優れている水浴場である。

表 県内から選定された 日本の水浴場 選 （平成 年度環境省選定）

名 称 所 在 地 概 要

岡 崎 海 岸 西津軽郡深浦町

海水浴場周辺の波は穏やかで、 日本の渚百

選 にも選定されており、夕陽展望所、海

洋性のウォータースライダー、天然海水プー

ルなども併設されている優れた海水浴場で

ある。



区分

市町村名

水質汚濁
防 止 法

青 森 県
公害防止条例

特定事業
場 数

汚水関係
工場等数

市

青 森 市
弘 前 市
八 戸 市
黒 石 市
五所川原市
十和田市
三 沢 市
む つ 市

小 計

東
津
軽
郡

平 内 町
蟹 田 町
今 別 町
蓬 田 村
平 舘 村
三 厩 村

小 計

西

津

軽

郡

鰺ヶ沢町
木 造 町
深 浦 町
森 田 村
岩 崎 村
柏 村
稲 垣 村
車 力 村

小 計

中
津
軽
郡

岩 木 町
相 馬 村
西目屋村

小 計

南

津

軽

郡

藤 崎 町
大 鰐 町
尾 上 町
浪 岡 町
平 賀 町
常 盤 村
田舎館村
碇ヶ関村

小 計

表 水質汚濁防止法及び青森県公害防止条例に基づく届出事業場数

（平成 年 月 日）

区分

市町村名

水質汚濁
防 止 法

青 森 県
公害防止条例

特定事業
場 数

汚水関係
工場等数

北
津
軽
郡

板 柳 町
金 木 町
中 里 町
鶴 田 町
市 浦 村
小 泊 村

小 計

上

北

郡

野辺地町
七 戸 町
百 石 町
十和田湖町
六 戸 町
横 浜 町
上 北 町
東 北 町
下 田 町
天間林村
六ヶ所村

小 計

下

北

郡

川 内 町
大 畑 町
大 間 町
東 通 村
風間浦村
佐 井 村
脇野沢村

小 計

三

戸

郡

三 戸 町
五 戸 町
田 子 町
名 川 町
南 部 町
階 上 町
福 地 村
南 郷 村
倉 石 村
新 郷 村

小 計
合 計



項 目 環 境 基 準

カドミウム 以下

全シアン 検出されないこと

有機リン 検出されないこと

鉛 以下

六価クロム 以下

砒素 以下

総水銀 以下

アルキル水銀 検出されないこと

検出されないこと

銅 （田に限る）

ジクロロメタン 以下

四塩化炭素 以下

ジクロロエタン 以下

ジクロロエチレン 以下

シスー ジクロロエチレン 以下

トリクロロエタン 以下

トリクロロエタン 以下

トリクロロエチレン 以下

テトラクロロエチレン 以下

ジクロロプロペン 以下

チウラム 以下

シマジン 以下

チオベンカルブ 以下

ベンゼン 以下

セレン

土 壌 汚 染

表 土壌汚染に係る環境基準

平成 年 月 日 環境庁告示第 号

最終改正 平成 年環境省告示第 号



特 定 有 害 物 質
指 定 基 準

土壌含有量基準 土壌溶出量基準

四塩化炭素 以下

， ジクロロエタン 以下

， ジクロロエチレン 以下

シス ， ジクロロエチレン 以下

， ジクロロプロペン 以下

ジクロロメタン 以下

テトラクロロエチレン 以下

， ， トリクロロエタン 以下

， ， トリクロロエタン 以下

トリクロロエチレン 以下

ベンゼン 以下

カドミウム及びその化合物 以下 以下

六価クロム化合物 以下 以下

シアン化合物 以下 検出されないこと

水銀及びその化合物
以下

以下

うちアルキル水銀 検出されないこと

セレン及びその化合物 以下 以下

鉛及びその化合物 以下 以下

砒素及びその化合物 以下 以下

ふっ素及びその化合物 以下 以下

ほう素及びその化合物 以下 以下

シマジン 以下

チウラム 以下

チオベンカルプ 以下

検出されないこと

有機りん化合物 検出されないこと

表 土壌汚染に係る指定基準



区分

市名

特 定 施 設 特 定 建 設 作 業

騒 音 規 制 法 振 動 規 制 法
騒 音
規 制 法

振 動
規 制 法

特 定
施 設 数

特 定
工 場 数

特 定
施 設 数

特 定
工 場 数

青 森 市

弘 前 市

八 戸 市

黒 石 市

五所川原市

十和田市

三 沢 市

む つ 市

合 計

騒 音 ・ 振 動

表 騒音規制法及び振動規制法に基づく届出状況

（平成 年 月 日）

表 県公害防止条例に基づく届出状況

（平成 年 月 日現在）

区分

市名

騒 音 関 係 施 設
特 定 作 業

振動関係施設

施 設 数 工 場 数 施 設 数 工 場 数

青 森 市

弘 前 市

八 戸 市

黒 石 市

五所川原市

十和田市

三 沢 市

む つ 市

合 計



時間の区分
地域の類型

昼 間 夜 間 備 考

昼間 午前 時から午後 時まで
夜間 午後 時から翌日午前 時まで

及び

表 騒音に係る環境基準

一般環境基準（平成 年 月環境庁告示第 号） （単位 デシベル）

注）類型 指定地域のうち静穏を必要とする療養施設、社会福祉施設、文教施設等が集合している地域である。
類型 指定地域のうち低層住居専用地域、中高層住居専用地域である。
類型 住居地域、準住居地域である。
類型 近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域である。

道路に面する地域の環境基準（平成 年 月環境庁告示第 号）

（単位 デシベル）

時間の区分
地域の区分 昼 間 夜 間

地域のうち 車線以上の車線を有する道路に面する地域
地域のうち 車線以上の車線を有する道路に面する地域及び 地域

のうち車線を有する道路に面する地域
幹線交通を担う道路に近接する空間
（騒音の影響を受けやすい面の窓を主として閉ざして生活していると
認められる個々の住居等の室内）

（ ） （ ）

航空機騒音に係る環境基準（昭和 年環境庁告示第 号）

（単位 ）

地 域 の 類 型 基 準 値

注）類型 指定地域のうち、住居専用地域である。
類型 指定地域のうち、 の地域、工業専用地域、河川区域、飛行場の敷地、防衛施設の敷地等を除いた地域であ

る。

新幹線鉄道騒音に係る環境基準（昭和 年 月 日環境庁告示第 号）

（単位 デシベル）

注）類型 住居の用に供される地域である。
類型 以外の地域であって通常の生活環境を保全する必要のある地域である。

地 域 の 類 型 基 準 値



時間の区分
区域の区分

昼間 朝夕 夜間 備 考

第 種 区 域

昼間 午前 時から午後 時まで
朝 午前 時から午前 時まで
夕 午後 時から午後 時まで
夜間 午後 時から翌日午前 時まで

第 種 区 域

第 種 区 域

第 種 区 域

表 騒音に係る規制基準

特定工場等において発生する騒音の規制基準（昭和 年青森県告示第 号）

（単位 デシベル）

ただし、第 種、第 種及び第 種区域内に所在する学校・病院等特に静穏を必要とす
る施設の周囲 以内では表の値から デシベル減じた値。

注）第 種区域 指定区域のうち、低層住居専用地域である。
第 種区域 指定区域のうち、中高層住居専用地域、住居地域及び準住居地域である。
第 種区域 指定区域のうち、近隣商業地域、商業地域及び準工業地域である。
第 種区域 指定区域のうち、工業地域である。

特定建設作業騒音に係る基準（昭和 年厚生省、建設省告示第 号）

規制種別

地域の区分
基 準 値 作 業 時 刻

日当たり
の作業時間

作業期間 作 業 日

号 区 域

デシベル

午後 時 翌日の午前
時の時間内でないこと

時間を超
えないこと 連続 日

を超えな
いこと

日曜日そ
の他の休
日でない
こと号 区 域

午後 時 翌日の午前
時の時間内でないこと

時間を超
えないこと

注） 号区域 指定地域のうち、住居専用地域、住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準
工業地域及び 号区域内の病院、学校等の周囲 の区域内である。

号区域 指定地域のうち、近隣商業地域、商業地域、準工業地域であって住居が殆どない地域及
び工業地域である。



時間の区分

区域の区分

時 間 の 区 分

昼 間 夜 間
区域及び 区域のうち 車線を有す

る道路に面する区域 デシベル デシベル

区域のうち 車線以上の車線を有す
る道路に面する区域 デシベル デシベル

区域のうち 車線以上の車線を有す
る道路に面する区域及び 区域のうち
車線を有する道路に面する区域

デシベル デシベル

自動車騒音の要請限度（平成 年環境省令第 号）

上表に掲げる区域のうち幹線交通を担う道路に近接する区域（ 車線以下の車線を有する
道路の場合は道路の敷地の境界線から 、 車線を超える車線を有する道路の場合は道
路の敷地の境界線から までの範囲をいう。）に係る限度は上表にかかわらず、昼間にお
いては デシベル、夜間においては デシベルとする。
注） 区域、 区域、 区域とは、それぞれ次の各号に掲げる区域として都道府県知事が定めた区域をいう。

区域 専ら住居の用に供される区域
区域 主として住居の用に供される区域
区域 相当数の住居と併せて商業、工業等の用に供される区域

表 振動に係る規制基準

特定工場等において発生する振動の規制基準（昭和 年青森県告示第 号）
（単位 デシベル）

時間の区分
区域の区分

昼間 夜間 備 考

第 種 区 域 昼間 午前 時から午後 時まで
夜間 午後 時から翌日午前 時まで第 種 区 域

ただし、学校・病院等特に静穏を必要とする施設の周囲 以内では、表の値から デシベル減じた値。
注）第 種区域 指定地域のうち、住居専用地域、住居地域及び準住居地域である。
第 種区域 近隣商業地域、商業地域、準工業地域及び工業地域である。

特定建設作業振動に係る基準（昭和 年総理府令第 号）

規制種別
地域の区分 基 準 値 作 業 時 刻 日あたり

の作業時間 作業期間 作 業 日

号 区 域

デシベル

午後 時 翌日の午前
時の時間内でないこと

時間を超
えないこと

連続 日
を超えな
いこと

日曜日そ
の他の休
日でない
こと号 区 域 午後 時 翌日の午前

時の時間内でないこと
時間を超
えないこと

注） 号区域 指定地域のうち、住居専用地域、住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域及び 号
区域内の病院、学校等の周囲 の区間内である。

号区域 指定区域のうち、近隣商業地域、商業地域、準工業地域であって住居が殆どない地域及び工業地域である。

道路交通振動の要請限度（昭和 年総理府令第 号）

時間の区分
区域の区分 昼 間 夜 間

第 種 区 域 デシベル デシベル
第 種 区 域 デシベル デシベル



表 一般的な騒音の例



表 振動の影響例
気象庁震度階



年 度

事 項

平 成
年度

平 成
年度

平 成
年度

平 成
年度

平 成
年度

騒音防止事業

（学校・病院等の騒音）

（住宅防音）

（防音関連維持費）

民生安定助成事業

（学習等供用施設等の防音助成）

（放送受信障害）

障害防止事業

（騒音防止用電話）

移転措置事業

緑地整備事業

計

表 三沢飛行場周辺地域等における防衛施設周辺騒音対策関係事業一覧表

（決算額、単位 百万円）

（注）本表は、三沢飛行場・三沢対地射爆撃場を対象施設として記載している。

悪 臭

表 段階臭気強度表示法

臭気強度 内 容

無臭

やっと感知できるにおい（検知閾値濃度）

何のにおいであるかがわかる弱いにおい（認知閾値濃度）

らくに認知できるにおい

強いにおい

強烈なにおい



臭気強度

物 質 名

ア ン モ ニ ア

メ チ ル メ ル カ プ タ ン

硫 化 水 素

硫 化 メ チ ル

二 硫 化 メ チ ル

ト リ メ チ ル ア ミ ン

ア セ ト ア ル デ ヒ ド

プロピオンアルデヒド

ノルマルブチルアルデヒド

イソブチルアルデヒド

ノルマルバレルアルデヒド

イソバレルアルデヒド

イ ソ ブ タ ノ ー ル

酢 酸 エ チ ル

メチルイソブチルケトン

ト ル エ ン

ス チ レ ン

キ シ レ ン

プ ロ ピ オ ン 酸

ノ ル マ ル 酪 酸

ノ ル マ ル 吉 草 酸

イ ソ 吉 草 酸

表 特定悪臭物質の臭気強度別濃度

（単位 ）



規制地域

市町村（ 市 町 村）表 悪臭規制地域の指定状況参照

規制基準

号規制（敷地境界）

表 特定悪臭物質の臭気強度別濃度のうち臭気強度 に相当する濃度

号規制（気体排出口）

アンモニア、硫化水素、トリメチルアミン、プロピオンアルデヒド、ノル

マルブチルアルデヒド、イソブチルアルデヒド、ノルマルバレルアルデヒド、

イソバレルアルデヒド、イソブタノール、酢酸エチル、メチルイソブチルケ

トン、トルエン、キシレンが規制対象となり、物質ごとに次の式により算出

された量。

・

流量（ 時）

補正された排出口の高さ（ ）

敷地境界線の基準値（ ）

ただし、 が 未満の場合、この式による規制基準は適用されない。

号規制（排出水）

事業場の敷地外における規制基準
（単位 ）

表 悪臭規制地域及び規制基準

（昭和 年青森県告示第 号）

特定悪臭物質名

メチルメカルプタン

硫 化 水 素

硫 化 メ チ ル

二 硫 化 メ チ ル

（注） 排出水量（ ）



観 測 井 年 度 年 度 年 度 年 度 年 度

井戸 設置場所
水 位
（ ）

沈 下
（ ）

水 位
（ ）

沈 下
（ ）

水 位
（ ）

沈 下
（ ）

水 位
（ ）

沈 下
（ ）

水 位
（ ）

沈 下
（ ）

青柳一丁目
（青森港堤埠頭）

中央三丁目
（県営体育館付近）

卸町
（中央卸売市場）

油川
（油川配水場付近）

地 盤 沈 下

表 青森地区の観測井観測結果（水位・沈下量の年度別累積変動）



表 八戸地区の主な水準点の水準測量結果（上位 点）

表 八戸地区の観測井測定結果（水位・沈下量の年度別累積変動）

観 測 井 年 度 年 度 年 度 年 度 年 度

井戸
設 置 場 所

水位
（ ）

沈下
（ ）

水位
（ ）

沈下
（ ）

水位
（ ）

沈下
（ ）

水位
（ ）

沈下
（ ）

水位
（ ）

沈下
（ ）

青 葉 三 丁 目
（第 三 中 学 校）

尻内町字中根市
（三 条 中 学 校）

市 川 町 字 赤 畑
（市 川 中 学 校）

柏 崎 二 丁 目
（柏 崎 小 学 校）

江 陽 二 丁 目
（江 陽 公 園）

河原木字角地田
（市営河原木団地）

市 川 町 字 古 館
（多 賀 小 学 校）

順

位

平成 年 月 平成 年 月

水準点
番 号

所 在 地
沈下量
（ ）

吹上三丁目

柏崎二丁目

尻内町字鴨田

長苗代字狐田

尻内町字尻内

根城一丁目

尻内町字鴨田

一番町二丁目

尻内町字根市

長苗代字中坪

順

位

平成 年 月 平成 年 月

水準点
番 号

所 在 地
沈下量
（ ）

吹上三丁目（道路公団）

柏崎二丁目

市川町（轟木小）

根城一丁目（桜木町）

根城三丁目（すき家）

市川町（市川中）

吹上三丁目（月丘町）

市川町（多賀台小）

尻内町（合同庁舎）

一番町二丁目



化 学 物 質

表 ダイオキシン類環境基準

（平成 年 月 日環境庁告示第 号、改正 平成 年 月 日環境省告示第 号）

媒 体 環 境 基 準

大 気 年間平均値が 以下であること。

水 質
（水底の底質を除く。）

年間平均値が 以下であること。

水底の底質 以下であること。

土 壌 以下であること。

備考
基準値は、 四塩化ジベンゾーパラージオキシンの毒性に換算した値とす

る。
大気の汚染に係る環境基準は、工業専用地域、車道その他一般公衆が通常生活し

ていない地域又は場所については、適用しない。
水質の汚濁（水底の底質の汚染を除く）に係る環境基準は、公共用水域及び地下

水について適用する。
水底の底質の汚染に係る環境基準は、公共用水域の底質について適用する。
土壌の汚染に係る環境基準は、廃棄物の埋立地その他の場所であって、外部から

適切に区別されている施設に係る土壌については適用しない。
土壌にあっては、環境基準が達成されている場合であって、土壌中のダイオキシ

ン類の量が 以上の場合には、必要な調査を実施することとする。



水 域 名 調査地点名
ダ イ オ キ シ ン 類

備 考
公共用水域水質（ ） 公共用水域底質（ ）

鳴沢川 鳴沢橋
岩木川 安東橋
湯ノ沢川 湯ノ沢橋
木戸ケ沢 木戸ケ沢橋
大秋川 国吉橋
平川 板沢橋
津刈川 二の渡橋
虹貝川 第二清川橋
土淵川 西田橋
浅瀬石川 千年橋
温川沢 温川橋
新十川 湊橋
旧十川 鳴戸橋
飯詰川 飯詰ダム
山田川 車力橋
長川 新長川橋
蟹田川 蟹田橋

新城川
戸建沢橋
新井田橋

沖館川 沖館橋
堤川 甲田橋
横内川 ねぶたの里入口
駒込川 八甲橋
野内川 野内橋
野辺地川 野辺地橋
田名部川 下北橋
宇曽利川 宇曽利川橋
永下川 永下橋
川内川 川内橋
葛沢川 葛沢橋
奥戸川 奥戸橋
大畑川 小目名橋
正津川 正津橋
小老部川 小老部橋

表 ダイオキシン類モニタリング調査結果

公共用水域 （平成 年度）



水 域 名 調査地点名
ダ イ オ キ シ ン 類

備 考
公共用水域水質（ ） 公共用水域底質（ ）

七戸川
大浦橋
坪川 榎林橋
赤川 赤川橋

土場川 鳥口橋
砂土路川 砂土路橋
姉沼川 姉沼橋
奥入瀬川 開運橋
五戸川 尻引橋

馬淵川
名久井橋
梅泉橋

熊原川 留ヶ崎橋
新井田川 湊橋

小川原湖
姉沼 中央
内沼 中央

十和田湖
中央
子ノ口前面

日本海岸地域
十三湖 沖
鯵ヶ沢 沖

陸奥湾

堤川 沖
青森湾中央
陸奥湾中央
野辺地湾中央
大湊湾中央

東通り海域
四川目 沖
白糠 沖

八戸前面海域 北防沖
環 境 基 準

（平成 年度）



調 査 地 点 所 在 地
ダイオキシン類（ ）

地 下 水 環 境 基 準
青森市駒込
青森市勝田
青森市三内
青森市細越
青森市金沢
弘前市向外瀬
弘前市品川町
弘前市城東中央
弘前市元長町
弘前市中野
弘前市宮園
八戸市市川町
八戸市糠塚
八戸市白銀町
八戸市美保野
八戸市松館
黒石市前町
五所川原市下平井町
五所川原市一ツ谷
十和田市西三番町
十和田市穂並町
三沢市中央町
むつ市小川町
鰺ヶ沢町七ツ石町
木造町日向
大鰐町大鰐
大鰐町虹貝
尾上町高木
尾上町尾上
碇ヶ関村碇ヶ関
板柳町板柳
鶴田町鶴田
野辺地町野辺地
東北町乙部道ノ上
大間町下手道
東通村尻屋
三戸町川守田
三戸町同心町
田子町田子
福地村苫米地

地下水 （平成 年度）



土壌

．一般環境把握調査地点

．発生源周辺状況把握地点

ブロック区分 調 査 地 点 所 在 地
ダイオキシン類（ ）
土 壌 環 境 基 準

．青森 蓬田村阿弥陀川
．津軽 相馬村黒滝
．八戸 下田町舘越
．上十三 天間林村天間舘
．津軽西北五 岩崎村岩崎
．下北 大畑町大畑

ブロック区分 調 査 地 点 所 在 地
ダイオキシン類（ ）
土 壌 環 境 基 準

．青森

青森市造道
青森市東造道
青森市戸山
青森市新田
青森市沖館
平内町小湊
蟹田町小国

．津軽西北五 五所川原市前田野目

．津軽

大鰐町虹貝
大鰐町駒木
尾上町金屋
黒石市石名坂
黒石市野際
弘前市桔梗野
弘前市中別所
弘前市在府町
弘前市百田
浪岡町王余魚沢

．八戸

八戸市美保野
八戸市市川町
八戸市河原木
八戸市新井田
八戸市大久保
百石町松原
三戸町梅内
三戸町斗内
八戸市豊崎町
八戸市豊崎町
八戸市金浜
階上町道仏

．上十三

十和田市藤島
十和田湖町法量
十和田市米田
十和田市西二十二番町
三沢市六川目
七戸町蛇坂
六ケ所村平沼
六戸町上吉田

．下北
むつ市奥内
脇野沢村小沢

（平成 年度）

（平成 年度）
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表 公害防止協定等の締結状況 （平成 年 月 日現在）

その他公害関係

地方公共団体等名 企 業 名 業 種

青 森 県 ・ 八 戸 市 東北電力 八戸火力発電所 電 気 等 供 給

三菱製紙 八戸工場 紙 ・ パ ル プ

八戸製錬 八戸製錬所 非 鉄 金 属

八戸セメント 窯 業 ・ 土 石

大平洋金属 鉄 鋼

日東石膏ボード 窯 業 ・ 土 石

東北東京鉄鋼 鉄 鋼

コープケミカル 八戸工場 化 学

東北グレーンターミナル 他 社 飼 料 製 造

大平洋金属 八戸製造所北沼工場 鉄 鋼

大平洋エネルギーセンター 電 気 等 供 給

青 森 県・ 三 沢 市 住友化学工業 三沢工場 化 学

青森県・六ケ所村 むつ小川原石油備蓄 石 油 備 蓄

日本原燃 非 鉄 金 属

エーアイエス 電 子 部 品 製 造

八 戸 市 合同酒精 八戸工場 飲 料

住金鉱業 窯 業 ・ 土 石

八戸石材企業組合

泉山興業

東北建材産業

中村砕石工業

日産石材工業

田中石灰タンカル工業

三和石灰礦業所



締 結 年 月 日
（改定年月日）

規 制 対 象 項 目

大 気 水 質 騒 音 振 動 悪 臭 廃棄物 その他

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（元 ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）



地方公共団体等名 企 業 名 業 種

八 戸 市 高周波鋳造 鉄 鋼

明治乳業 青森工場 食 料 品

東北工場 非 鉄 金 属

エムアールシーユニテック 化 学

階上キューピーエイド 食 料 品

北日本鍍金 金 属

シチズンエルシーテック 機 械

東北古河電工 八戸工場

東北エス・イー・アイ

極東開発東北 輸送用機械器具製造業

多摩川精機 八戸事業所 精 密 機 械 製 造 業

アドミックス 窯 業

吹 上 地 区 住 民 宝幸水産 食 料 品

桔梗野連合町内会

十 和 田 市 カンショク 東北事業部青森工場 食 料 加 工 業

上北農産加工農業協同組合

十和田地区食肉処理事務組合 と 畜 場

農事組合法人川村養豚組合 畜 産 業

山端農事実行組合

みのる養豚

ふなばやし農業

布名林畜産

高橋養豚

中野 卓

みちのく国際ゴルフ倶楽部 ゴ ル フ 場

農事組合法人十和田土壌改良 肥 料 製 造 業



締 結 年 月 日
（改定年月日）

規 制 対 象 項 目

大 気 水 質 騒 音 振 動 悪 臭 廃棄物 その他

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）



地方公共団体等名 企 業 名 業 種

十 和 田 市 エムエス 機 械 器 具 製 造 業

タカホ農場 畜 産 業

三 沢 市 附田生コン 窯 業 ・ 土 石

日立電線 電線・ケーブル製造

東北ファーム 畜 産 農 業

川賢 谷地頭農場

川賢 高野沢農場

農事組合法人三沢農場

第一ブロイラー 細谷工場 食 料 品

第一ブロイラー 三沢工場

スターゼン

三沢市・朝日町内会 川村商会 畜 産 農 業

朝 日 町 内 会 第一ブロイラー 朝日農場

む つ 市 日本ホワイトファーム 食 料 品

日本ピュアフード食材

平 内 町 エビハラスポーツマン ゴ ル フ 場

鰺 ケ 沢 町 コクド ゴ ル フ 場

木 造 町 木村畜産 畜 産 農 業

岩 木 町 津軽カントリークラブ ゴ ル フ 場

藤 崎 町 トキワ繊維 衣 服 ・ 繊 維

新和コンクリート工業 窯 業 ・ 土 石

東北トヨクニ機電 機 械

大 鰐 町 青森ロイヤル ゴ ル フ 場

塩谷自動車商会 産 業 廃 棄 物 処 理

平賀町 一般廃棄物処分場

浪 岡 町 タムロン 機 械



締 結 年 月 日
（改定年月日）

規 制 対 象 項 目

大 気 水 質 騒 音 振 動 悪 臭 廃棄物 その他

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）



地方公共団体等名 企 業 名 業 種

浪 岡 町 有馬 忠彦 産 業 廃 棄 物 処 理

平 賀 町 リバー電子 機 械

平 川 土 地 改 良 区 リバー電子

平川内水面漁業協同組合 平賀町 一 般 廃 棄 物 処 理

常 盤 村 青森アステック リーテック青森 機 械

東北ポリマー 石 油 ・ 石 炭 製 品

市 浦 村 津軽東芝音響 機 械

野 辺 地 町 サントリー 食 料 品

七 戸 町 コーケンフーズ 食 料 品

県畜産農業協同組合連合会 畜 産 農 業

百 石 町 東北食鳥事業協同組合 食 料 品

ハイモ 化 学

東北日本ハム 食 料 品

日本フードパッカー

城内水産

日本ピュアフード

六 戸 町 佐藤製線販売 鉄 鋼

三本木畜産農業協同組合 畜 産 農 業

社会福祉法人楽晴会 老 人 福 祉 事 業

第一ブロイラー 畜 産 農 業

日産合同新車センター 自 動 車 卸 売 業

六戸町農業協同組合 各 種 商 品 小 売 業

学校法人小桧山学園 教 育

平和運送 ・ みちのく産商 石 油 卸 売 業

東北ファーム 畜 産 農 業

小関麺興商事 食 料 品



締 結 年 月 日
（改定年月日）

規 制 対 象 項 目

大 気 水 質 騒 音 振 動 悪 臭 廃棄物 その他

（ ）

（ ）

（ ）



地方公共団体等名 企 業 名 業 種

六 戸 町 六戸温泉 浴 場

ファミリープラザ六戸 食 料 品

吉田 照美 集団し尿処理浄化槽設置者代表

晴ケ丘老人ホーム 老 人 福 祉 事 業

高清水養豚組合 畜 産 農 業

尾形精肉店

小野 一二

下田 勇一

舘 富雄

山内 秀美

苫米地 良金

角田 隆一

武田 彰

佐藤 征雄

川村 與五郎

折茂良質葉生産組合 た ば こ 生 産

沖山良質葉生産組合

下吉田良質葉生産組合

川村 昭次郎 畜 産 農 業

沖沢 政太郎

漆畑 貞治

吉田 長作

附田 岩夫

下林 栄

小向 重雄

今泉 勝博



締 結 年 月 日
（改定年月日）

規 制 対 象 項 目

大 気 水 質 騒 音 振 動 悪 臭 廃棄物 その他

元



地方公共団体等名 企 業 名 業 種

六 戸 町 高橋 博美 畜 産 農 業

山優建材 産 業 廃 棄 物 処 理

姉 沼 土 地 改 良 区 小関麺興商事 食 料 品

中堰用水申し合せ組合 宮崎養鶏場 畜 産 農 業

今熊堰申し合せ水利組合 第一油化 化 学

横 浜 町 日本スワイン農場 横浜農場 畜 産 農 業

日本ホワイトファーム 東北食品工場 食 料 品

養鶏農場 畜 産 農 業

鶏糞農場 肥 料 製 造

日本ピュアフード食材 青森プラント 食 料 品

東 北 町 青森県経済農業協同組合連合会 食 料 品

下 田 町 大石産業 紙 ・ パ ル プ

東北鶏卵外 農場 畜 産 農 業

盛南コンクリート工業 窯 業 ・ 土 石

三ツ和食品 食 料 品

東北ファーム 畜 産 農 業

東北容器工業 紙 ・ パ ル プ

沼宮内民生 食 料 品

シモダファーム 畜 産 農 業

豆仙人 食 料 品

オーガニックカンパニー 農 業

下田タウン 電 気 等 供 給

日本スワイン農場 畜 産 農 業

天 間 林 村 青森木材防腐 木 材 ・ 木 製 品

中野川流域公害対策委員会

六 ケ 所 村 青森宝栄工業 機 械



締 結 年 月 日
（改定年月日）

規 制 対 象 項 目

大 気 水 質 騒 音 振 動 悪 臭 廃棄物 その他

（ ）

（ ）

（ ）

元



地方公共団体等名 企 業 名 業 種

六 ヶ 所 村 永木精機 機 械

大同電気工業

六ケ所観光 ゴ ル フ 場

東 通 村 三菱マテリアル 窯 業 ・ 土 石

日鉄鉱業 尻屋鉱業所 鉱 業

日鉄鉱業 化成品事業部青森工場

三 戸 町 ハイランド牧場 畜 産 農 業

日本スワイン農場

留目孵化場

五 戸 町 阿部繁孝商店 食 料 品

第一ブロイラー

五戸電子工業 機 械

竹崎縫製 衣 服 ・ 繊 維

十文字チキンカンパニー 食 料 品

東日本環境開発 産 業 廃 棄 物 処 理

ソフトインライフ五戸

川村土木 建 設 業

横町建材 砕 石 業

田 子 町 阿部繁孝商店 食 料 品

畜 産 農 業

福田 信雄

階 上 町 桑原 裕 畜 産 農 業

田代ファーム

八戸ファーム

階上キューピーエイド株式会社 食 料 品

合名会社福井酒造店



締 結 年 月 日
（改定年月日）

規 制 対 象 項 目

大 気 水 質 騒 音 振 動 悪 臭 廃棄物 その他

（ ）

（ ）

元

（元 ）

元



地方公共団体等名 企 業 名 業 種

階 上 町 百目木和俊 畜 産 農 業

清掃センター 産 業 廃 棄 物 処 理

大平洋金属

キューピータマゴ 食 料 品

八戸炭酸カルシウム 土 石 製 造 業

中豊建設 産 業 廃 棄 物 処 理

福 地 村 アイケン 産 業 廃 棄 物 処 理

東北有機 肥 料 製 造

南 郷 村 県南石材 窯 業 ・ 土 石

三浦商店建材部

泉山採石興業

東北建材産業

岡掘 正男 畜 産 農 業

大平洋金属 鉄 鋼

ノザワ 産 業 廃 棄 物 処 理

三栄産業 窯 業 ・ 土 石

大林組、住友建設 、鉄建建設 建 設 業

中当建設 産 業 廃 棄 物 処 理

倉 石 村 十和田広域事務組合 一般廃棄物最終処分場

東北グローイング 畜 産 農 業

布施 正志

川村土木 建 設 業



締 結 年 月 日
（改定年月日）

規 制 対 象 項 目

大 気 水 質 騒 音 振 動 悪 臭 廃棄物 その他
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魚介類の有機塩素系農薬

単位は は定量下限未満

単位は は定量下限未満
の暫定規制値は、遠洋沖合魚介類が 、内海内湾魚介類は

水銀の暫定規制値は総水銀としては （ただし、マグロ類（マグロ、カジキ及びカツオ）及び内水面水域の
河川産の魚介類については適用しない）

食肉及びホタテ中の有機塩素系農薬

単位は は定量下限未満

ホタテガイの有機スズ化合物

単位は は定量下限未満

魚介類の 及び水銀

検 体 名
ヘプタクロル

（ヘプタクロルエポキシド）
オキシクロルデン シスクロルデン トランスクロルデン トランスノナクロル

カレイ

サワラ

ブリ

ヒラメ

イシダイ

定 量 下 限 値

検 体 名 値 総水銀値

カレイ

サワラ

ブリ

ヒラメ

イシダイ

暫 定 規 制 値

定 量 下 限 値

検 体 名 検 体 数 総 ディルドリン エンドリン
ヘプタクロル

（ヘプタクロルエポキシドを含む）

牛肉

豚肉

鶏肉

ホタテガイ

暫 定 基 準 値

定 量 下 限 値

検体名及び産地 ジブチルスズ トリブチルスズ トリフェニルスズ

ホタテガイ 平内

ホタテガイ 野辺地

ホタテガイ 後潟

ホタテガイ 陸奥

ホタテガイ 陸奥

定 量 下 限 値

（平成 年度）

（平成 年度）

（平成 年度）

（平成 年度）
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表 水道普及状況

（平成 年 月 日現在）

行政区域内人口 計画給水人口 現在給水人口 水道普及率

人 人 人 ％

表 県内水道水源別取水量

（平成 年度）（千 年）

水道種別
水源

上 水 道 簡 易 水 道 計

表

流

水

自 流 水
％ ％ ％

ダ ム
％ ％ ％

小 計
％ ％ ％

地 下 水
％ ％ ％

湧 水 等
％ ％ ％

計
％ ％ ％

上 水 道



表 下水道終末処理場整備状況

（平成 年 月）

下 水 道

都 市 名 処 理 場 名
処理能力（ 日最大）流入水量

日
（日最大）

放 流 水 域
認可計画 現 況

青 森 県

岩 木 川 浄 化 セ ン タ ー 岩 木 川 水 系 平 川

馬 淵 川 浄 化 セ ン タ ー 八 戸 第 二 工 業 港

十和田湖浄化センター 奥 入 瀬 川

青 森 市
八 重 田 浄 化 セ ン タ ー 陸 奥 湾

新 田 浄 化 セ ン タ ー 陸 奥 湾

弘 前 市 弘 前 市 下 水 処 理 場 岩 木 川 水 系 平 川

八 戸 市

東 部 終 末 処 理 場 八 戸 第 一 工 業 港

旭ケ丘住宅団地汚水処理場 松 山 都 市 下 水 路

是川住宅団地汚水処理場 新 井 田 川

五所川原市
五所川原市浄化センター 岩木川水系旧十川

広 田 汚 水 処 理 場

十 和 田 市 十 和 田 下 水 処 理 場 奥 入 瀬 川

三 沢 市 三 沢 市 浄 化 セ ン タ ー 三 沢 川

む つ 市 むつ下水浄化センター 新 田 名 部 川

木 造 町 木 造 町 浄 化 セ ン タ ー 中 の 川

相 馬 村 湯 口 浄 化 セ ン タ ー 岩木川水系栩内川

鶴 田 町 鶴 田 浄 化 セ ン タ ー 沼 堰 排 水 路

新 郷 村 戸 来 浄 化 セ ン タ ー 五 戸 川

十和田湖町 焼 山 浄 化 セ ン タ ー 奥 入 瀬 川

碇 ケ 関 村 碇 ケ 関 浄 化 セ ン タ ー 農 業 用 排 水 路

川 内 町 川 内 町 浄 化 セ ン タ ー 川 内 川

鰺 ケ 沢 町 鰺 ケ 沢 浄 化 セ ン タ ー 中 村 川

七 戸 町 七 戸 町 浄 化 セ ン タ ー 高 瀬 川

上 北 町 上北中央環境センター 高 瀬 川

東 北 町 東 北 町 浄 化 セ ン タ ー 高 瀬 川

天 間 林 村 天 間 林 浄 化 セ ン タ ー 高 瀬 川

六 ケ 所 村
六ケ所村中部浄化センター 老 部 川

六ケ所村北部浄化センター 馬 門 川

脇 野 沢 村 脇 野 沢 浄 化 セ ン タ ー 辰 内 川

東 通 村 東通村中地区浄化センター 田 名 部 川

市 浦 村 相内地区浄化センター 相 内 川

岩 崎 村 岩 崎 浄 化 セ ン タ ー 泥 川

車 力 村 富 萢 浄 化 セ ン タ ー 農 業 用 排 水 路



表 自然公園内許可等の推移

自 然 保 護

年 度

公園別 公園名
国 立 公 園 十 和 田 八 幡 平

国 定 公 園
下 北 半 島
津 軽

県立自然公園

浅 虫 夏 泊
大鰐碇ケ関温泉郷
種差海岸階上岳
名 久 井 岳
芦 野 池 沼 群
黒 石 温 泉 郷
岩 木 高 原
赤石渓流暗門の滝
計

表 自然公園美化対策一覧表

委 託 事 業 （平成 年度）

自 然 公 園 名 委 託 先 委 託 料 事 業 内 容

十和田八幡平国立公園
社団法人十和田湖
国 立 公 園 協 会

千円 車道及び歩道沿線、園地等
の清掃

下北半島国定公園

む つ 市 園地等の清掃
大 畑 町
東 通 村
佐 井 村
脇 野 沢 村

津 軽 国 定 公 園

三 厩 村 園地等の清掃
木 造 町
深 浦 町
岩 崎 村
岩 木 町
小 泊 村

合 計



表 自然公園保護対策一覧表

委 託 事 業 （平成 年度）

自然公園名 事 業 名 事業費 事 業 内 容

津軽国定公園 ベンセ湿原保全管理事業 千円 カヤ等の刈り払い

ベンセ湿原植生等調査事業 千円 植生や地下水の調査

十和田八幡平
国 立 公 園 奥入瀬渓流植生復元事業 千円 立入防止柵の設置

表 鳥獣保護関係施設一覧

（平成 年度末現在）

施 設 目 的 所 在 地 設置
年月 規 模 等 備考

鳥獣保護
センター

傷病鳥獣を保護収容
する。

平内町大字
小湊字新道
（青少年の
森地内）

昭和
年
月

木造モルタル平屋建
管理舎
治療舎
救護舎
水きん類放飼場

獣類放飼場



表 県内鳥獣関係天然記念物

（国 指 定） （平成 年 月 日現在）

名 称 所在地又は
主な生息地 指 定 年 月 日 特別天然記念物指定

小 湊 の ハ ク チ ョ ウ
お よ び そ の 渡 来 地

東津軽郡平内町
青 森 市 大正 年 月 日 昭和 年 月 日

カ モ シ カ 県下一円（全国）昭和 年 月 日 昭和 年 月 日

下北半島のサルおよび
サ ル 生 息 北 限 地 下 北 郡 昭和 年 月 日

蕪島ウミネコ繁殖地 八 戸 市 大正 年 月 日

ク マ ゲ ラ 県下一円（全国）昭和 年 月 日

イ ヌ ワ シ

オ ジ ロ ワ シ 昭和 年 月 日

オ オ ワ シ

コ ク ガ ン 昭和 年 月 日

マ ガ ン 昭和 年 月 日

ヒ シ ク イ

ヤ マ ネ 昭和 年 月 日

（県 指 定）

名 称 所在地又は
主な生息地 指 定 年 月 日 備 考

十 三 湖 の 白 鳥 北津軽郡市浦村 昭和 年 月 日

大 湊 湾 の 白 鳥 む つ 市 昭和 年 月 日

小川原湖のハクチョウ 上 北 郡
三 沢 市 昭和 年 月 日

藤 崎 の ハ ク チ ョ ウ 南津軽郡藤崎町 昭和 年 月 日



表 原子燃料サイクル施設環境放射線等調査結果（平成 年度）

空 間 放 射 線

環境放射線等

調査対象 調 査 地 点 単 位 測 定 値

空間放射
線 量 率

モニタリング
ステーション

測 定 地 点 尾駮局他計 局

比較対照地点 青 森 局

モニタリングポスト 測 定 地 点 横浜町他計 局

モニタリングカー
測 定 地 点 尾駮他 地点

比較対照地点 青森市 地点

積算線量
測 定 地 点 尾駮他 地点

日比 較 対 照 地 点 青森市 地点

環境試料中の放射能

ア．大気浮遊じん中の全アルファ及び全ベータ放射能

調 査 地 点 単 位
測 定 値

全アルファ 全ベータ

モニタリングステーション尾駮局他計 局

比較対照地点

モニタリングステーション青森局

イ．大気中の気体状ベータ放射能（クリプトン 換算）

（注） 検出限界以下を示します。

（注） 定量下限値未満を示します。

調 査 地 点 単 位 測 定 値

モニタリングステーション尾駮局他計 局

比較対照地点

モニタリングステーション青森局



ウ．核種分析

（注） 定量下限値未満を示します。

〔

調 査 対 象 単位

セシウム トリチウム 炭素 ストロン
チウム プルトニウム ウラン ヨウ素 アメリシウム キュリウム

検
体
数

測定値
検
体
数

測定値
検
体
数

測定値
検
体
数

測定値
検
体
数

測定値
検
体
数

測定値
検
体
数

測定値
検
体
数

測定値
検
体
数

測定値

陸

上

試

料

大 気 浮 遊 じ ん

大 気 （水 蒸 気 状）

降 下 物

雨 水

トリチウム
は

河 川 水

湖 沼 水

水 道 水

井 戸 水

河 底 土

乾湖 底 土

表 土

農

畜

産

物

牛 乳

精 米

生

野

菜

ハクサイ、キャベツ

ダ イ コ ン

ナガイモ、バレイショ

牧 草

淡水産食品
ワ カ サ ギ

シ ジ ミ

指標生物 松 葉

海

洋

試

料

海 水 （トリチウ
ムは ）

海 底 土 乾

海産食品

ヒラメ、カレイ

生

ホタテ、アワビ

コ ン ブ

指標生物
チ ガ イ ソ

ムラサキガイ

比

較

対

照

（
青

森

市
）

大 気 浮 遊 じ ん

大 気 （水 蒸 気 状）

表 土 乾

精 米 生

指 標 生 物 （松 葉） 生

計



環境試料中のフッ素

調 査 対 象 単 位 地 点 数 検 体 数 測 定 値

大 気
大 気
（気体状フッ素） 連続

河 川 水

湖 沼 水

河 底 土
乾

湖 底 土

牛 乳

精 米 生

牧 草 生

計

粒子状フッ素及び気体状フッ素の合計

（注） 定量下限値未満を示します。

比較対照（青森市）

粒子状フッ素及び気体状フッ素の合計

（注） 定量下限値未満を示します。

調 査 対 象 単 位 地 点 数 検 体 数 測 定 値

大 気
大 気
（気体状フッ素） 連続



表 日本原子力研究所むつ事業所周辺地域における放射線等調査結果

空 間 放 射 線 （平成 年度）

調 査 対 象 地 点 名 単 位 測 定 値

積 算 線 量

浜 関 根

日
美 付

関 根

水 川 目



表 環境放射能水準調査結果

ゲルマニウム半導体検出器による核種分析結果 （平成 年度）

（注） 検出限界以下を示します。

調 査 対 象 調査地点 単 位
検
体
数

測 定 値

セシウム ヨウ素 カリウム

降 下 物 青 森 市

陸水 上水（蛇口水） 青 森 市 、

土

壌

青 森 市
乾土

む つ 市
乾土

青 森 市
乾土

む つ 市
乾土

精 米 弘 前 市 生

野

菜

ダ イ コ ン 三 戸 町

生キ ャ ベ ツ
三 戸 町

む つ 市

ジ ャ ガ イ モ む つ 市

牛 乳 青 森 市 、

日 常 食
青 森 市

人 日
鰺ケ沢町

海 水
関根浜沖

陸 奥 湾

海 底 土
関根浜沖

乾土
陸 奥 湾

海
産
生
物

藻類（ワ カ メ）
関根浜沖

生

深 浦 沖

魚類（カ レ イ）陸 奥 湾

貝類（ムラサキイガイ）関根浜沖

貝類（ホ タ テ）陸 奥 湾



原乳中のヨウ素 測定結果

（検出器 ゲルマニウム半導体検出器） 調査地点 青森市

（注） 検出限界以下を示します。

採 取 年 月 日

放射能濃度（ ）

定時降水試料による月間降下物試料中の全ベータ放射能測定結果

（検出器 ガスフロー 計数装置、調査地点 青森市）

採取年月
降水量

（ ）

降 水 の 定 時 採 取（定時降水）

放 射 能 濃 度（ ） 月間降下量

（ ）測 定 数 最 低 値 最 高 値

平成 年 月

月

月

月

月

月

月

月

月

平成 年 月

月

月

年 間 値

（注） 検出限界以下を示します。



空間放射線量率測定結果（単位 ）

測定年月
モニタリングポスト

サーベイメータ
最低値 最高値 平均値

平成 年 月

月

月

月

月

月

月

月

月

平成 年 月

月

月

年 間 値

（注）サーベイメータの測定値は、宇宙線の寄与（約 ）を含む。



環境行政のあゆみ

年 月 県 内 全 国

平成 ． むつ湾東岸美浜推進
として、野辺地町、横浜町で
海岸清掃実施
ベンセ湿原水質等調査開始
県、県立自然ふれあいセンター
で自然情報誌 ネットワーク梵
珠 第 号発行（以降平成
年 月までに第 号発行）
県、県立自然ふれあいセンター
で 梵珠だより 第 号発行（以
降平成 年 月までに第 号
発行）
青森・岩手県県境不法投棄事
案に係る合同連絡会議を開催
（関係市町、住民代表、学識
経験者からなる合同検討委員
会等の設置を確認）

八甲田山高山植物盗掘防止パ
トロールを実施
不法投棄撲滅青森県民会議の
設置
第 回青森・岩手県境不法投
棄事案に係る合同検討委員会
を開催

西海岸美化推進 とし
て、鰺ヶ沢、深浦町、岩崎村
で海岸清掃実施

特定製品に係るフロン類の回
収及び破壊の実施の確保等に
関する法律 一部施行
自然公園法の一部を改正する
法律 公布

自動車から排出される窒素酸
化物及び粒子状物質の特定地
域における総量の削減等に関
する特別措置法 一部施行
平成 年度自動車交通騒音の
現状 公表
平成 年版環境白書 及び 平
成 年版循環型社会白書 閣
議決定・公表
土壌汚染対策法 公布
エコライフフェア ・エ
コカーワールド 開催
（東京）
京都議定書締結を閣議決定
地球温暖化対策の推進に関す
る法律の一部を改正する法律
公布

かおり風景フォーラム
松本 開催（長野県松本市）
平成 年版環境統計集 発行
使用済自動車の再資源化等に
関する法律 公布



年 月 県 内 全 国

第 回自然公園大会 を十和
田八幡平国立公園で開催

ベンセ湿原植生調査実施
野生生物対策連絡会議を大間
町で開催
第 回青森・岩手県境不法投
棄事案に係る合同検討委員会
を開催（技術部会の設置を確
認）
青森県自然環境保全審議会を
開催（平滝沼鳥獣保護区等設
定計画について）
県境不法投棄対策チームを設
置

世界自然遺産白神山地国際シ
ンポジウムを青森市で開催

奥入瀬渓流植生復元検討委員
会を開催
ベンセ湿原保全管理工事実施
青森県木質バイオマス有効利
用システム策定検討委員会 を
設置し、委員会（第 回）を
開催
十和田湖環境保全会議を開催
第 回青森・岩手県境不法投
棄事案に係る合同検討委員会
技術部会を開催

鳥獣の保護及び狩猟の適正化
に関する法律 公布
全国星空継続観察（スター
ウォッチングネットワーク）
（夏期）実施
環の国くらし会議（第 回）
開催（東京）
持続可能な地域づくりのため
のガイドブック 公表
ヨハネスブルグサミット 開
催（南アフリカ・ヨハネスブ
ルグ）
低公害車ガイドブック
公表
動物愛護ふれあいフェスティ
バル 開催（東京）
平成 年度大気汚染の状況に
ついて 公表
自動車から排出される窒素酸
化物及び粒子状物質の特定地
域における総量の削減等に関
する特別措置法 全面施行
特定製品に係るフロン類の回
収及び破壊の実施の確保等に
関する法律 全面施行
星空の街・あおぞらの街 全
国大会（鹿児島県輝北町）
第 回音風景保全全国大会
開催（松山市）
第 回内分泌攪乱化学物質問
題に関する国際シンポジウム
開催（広島市）



年 月 県 内 全 国

平成 ．

第 回青森県環境影響評価審
査会を開催（青森県環境影響
評価技術指針マニュアル（案）
について）
青森県産業廃棄物税条例 及
び 青森県県外産業廃棄物の
搬入に係る事前協議等に関す
る条例 制定
あおもりエコタウンプラン
が経済産業省及び環境省から
承認
下北半島ニホンザル対策評価
科学委員会開催
第 回青森・岩手県境不法投
棄事案に係る合同検討委員会
技術部会を開催

県レッドデータブック掲載種
についての再検討を行う 青
森県生物多様性保全対策検討
会 を設立
岩木川上流地域野生猿管理対
策検討会を開催
木質バイオマス利用促進シン
ポジウムを開催
むつ湾アクアフレッシュ協議
会を開催
第 回青森・岩手県境不法投
棄事案に係る合同検討委員会
技術部会を開催

平成 年度の地下水における
要監視項目の水質測定調査結
果について 及び 平成 年
度地下水質測定結果について
公表
国際シンポジウム 戦略的環
境アセスメントの効果的な実
施のために 開催（東京）
平成 年度騒音規制法施行状
況調査について 、 平成 年
度悪臭防止法施行状況調査に
ついて 及び 平成 年度振
動規制法施行状況調査につい
て 公表
平成 年度水質汚濁防止法等
の施行状況について 公表
平成 年度公共用水域水質測
定結果について 公表
産業廃棄物の不法投棄の状況

（平成 年度）について 公表
平成 年度農用地土壌及び農
作物に係るダイオキシン類実
態調査結果について 公表
鳥獣の保護を図るための事業
を実施するための基本的な指
針 公布
自然再生推進法 施行
使用済自動車の再資源化等に
関する法律 一部施行
化学物質の環境リスク初期評
価（第 次とりまとめ の結
果について 公表
全国星空継続観察（スター
ウォッチングネットワーク）
（冬期）実施
一般廃棄物の排出及び処理状
況等（平成 年度実績）につ
いて 及び 産業廃棄物の排
出及び処理状況等（平成 年
度実績）について 公表



年 月 県 内 全 国

八戸地域エコタウンリサイク
ル推進協議会 設立
下北半島ニホンザル対策評価
科学委員会 及び 青森県野
生猿保護管理対策協議会（下
北半島地区）幹事会を開催
青森県木質バイオマス有効利
用システム策定検討委員会（第
回） を開催
第 回青森県環境審議会を開
催（平成 年度公共用水域の
水質の測定に関する計画案等）
第 回青森・岩手県境不法投
棄事案に係る合同検討委員会
を開催
第 回青森県環境影響評価審
査会を開催（平成 年度環境
影響評価審査会の審査状況等）
ほたて貝殻フォーラム を青
森市で開催
第 回青森・岩手県境不法投
棄事案に係る合同検討委員会
技術部会を開催

特定産業廃棄物に起因する支
障の除去等に関する特別措置
法案 閣議決定
土壌汚染対策法 施行
国際シンポジウム 戦略的環
境アセスメントの効果的な実
施のために 開催（東京）

国際シンポジウム
開催（東京）
循環型社会形成推進基本計画
閣議決定・公表
第 回世界水フォーラム 及
び 閣僚級国際会議 開催（京
都府、大阪府、滋賀県）
公害健康被害の補償等に関す
る法律の一部を改正する法律
公布・一部施行



平成 年 月 日

青森県条例第 号

目次

前文

第一章 総則（第一条 第八条）

第二章 環境の保全及び創造に関する基本的施策

第一節 施策の基本方針（第九条）

第二節 環境計画（第十条）

第三節 環境の保全及び創造のための施策等（第十一条 第二十三条）

第四節 地球環境の保全の推進等（第二十四条・第二十五条）

第三章 環境の保全及び創造のための施策の推進（第二十六条 第二十九条）

附則

私たちのふるさと青森県は、本州の最北端に位置し、三方を海に囲まれ、陸奥

湾を抱え込むように東に下北半島、西に津軽半島が北方に伸び、変化に富んだ美

しい海岸線を擁している。また、原生的なブナ林に覆われた世界遺産である白神

山地をはじめとした緑の山々、豊かな森林にはぐくまれた水を源とする多くの清

流や湖沼など豊かで美しい自然に恵まれている。

四季折々の変化に富んだ豊かで美しい自然と私たちの先人のたゆまぬ努力は、

悠久の歴史の中で特色ある北国の文化をはぐくんできた。私たちは、各地に存在

する縄文の遺跡、中世及び近世の城跡、寺社及び工芸品など、そして、各地の郷

土色豊かな風俗慣習、民俗芸能などに心の安らぎや郷土への誇りと愛着を感ずる

ことができる。

私たちは、このような環境から多くの恵みを受けてきたが、資源やエネルギー

の大量消費と大量の廃棄物を伴う都市化の進展や生活様式の変化は、生活の利便

性を高める一方で、大気、水、そして土壌の汚染をはじめとする様々な問題をも

たらし、私たちの生活の安全性を脅かすとともに、地球全体の環境にも大きな影

響を及ぼすようになってきた。

このような状況の中、私たちは、ふるさとに残る豊かで美しい自然とそのもた

らす恵沢を後世に伝えていく責務を負っている。このため、すべての県民の参加

青森県環境の保全及び創造に関する基本条例



と連携により、私たちの日常生活や事業活動と環境の調和を図りながら、豊かで

美しい青森県の環境の保全と創造を目指し、さらには地球的規模の環境問題への

地域からの取組を推進することを決意し、この条例を制定する。

第一章 総則

（目的）

第一条 この条例は、環境の保全及び創造について、基本理念を定め、並びに県、

市町村、事業者及び県民の責務を明らかにするとともに、環境の保全及び創造

に関する施策の基本となる事項を定めることにより、環境の保全及び創造に関

する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって現在及び将来の県民の健康で文

化的な生活の確保に寄与することを目的とする。

（定義）

第二条 この条例において 環境への負荷 とは、人の活動により環境に加えら

れる影響であって、環境の保全上の支障の原因となるおそれのあるものをいう。

この条例において 地球環境の保全 とは、人の活動による地球全体の温暖

化又はオゾン層の破壊の進行、海洋の汚染、野生生物の種の減少その他の地球

の全体又はその広範な部分の環境に影響を及ぼす事態に係る環境の保全であっ

て、人類の福祉に貢献するとともに県民の健康で文化的な生活の確保に寄与す

るものをいう。

この条例において 公害 とは、環境の保全上の支障のうち、事業活動その

他の人の活動に伴って生ずる相当範囲にわたる大気の汚染、水質の汚濁（水質

以外の水の状態又は水底の底質が悪化することを含む。以下同じ。）、土壌の汚

染、騒音、振動、地盤の沈下（鉱物の掘採のための土地の掘削によるものを除

く。）及び悪臭によって、人の健康又は生活環境（人の生活に密接な関係のあ

る財産並びに人の生活に密接な関係のある動植物及びその生育環境を含む。以

下同じ。）に係る被害が生ずることをいう。

（基本理念）

第三条 環境の保全及び創造は、健全で恵み豊かな環境が県民の健康で文化的な

生活に欠くことができないものであることにかんがみ、広く県民がその恵沢を

享受するとともに、これが将来の県民に継承されるよう適切に行われなければ



ならない。

環境の保全及び創造は、多様な自然に恵まれた本県の地域特性を生かし、人

と自然との調和が確保されるよう適切に行われなければならない。

環境の保全及び創造は、すべての者の参加と公平な役割分担の下に、すべて

の者が環境の保全及び創造に関する行動に自主的かつ積極的に取り組むことに

よって、環境への負荷の少ない持続的発展が可能な社会が構築されることを旨

として行われなければならない。

地球環境の保全は、人類共通の課題であるとともに県民の健康で文化的な生

活を将来にわたって確保する上での課題であることにかんがみ、すべての事業

活動及び日常生活において積極的に推進されなければならない。

（県の責務）

第四条 県は、前条に定める環境の保全及び創造についての基本理念（以下 基

本理念 という。）にのっとり、環境の保全及び創造に関する基本的かつ総合

的な施策を策定し、及びこれを実施するものとする。

（市町村の責務）

第五条 市町村は、基本理念にのっとり、環境の保全及び創造に関し、当該市町

村の区域の自然的社会的条件に応じた施策を策定し、及びこれを実施するよう

努めなければならない。

（事業者の責務）

第六条 事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動を行うに当たっては、環

境への負荷の低減その他環境の保全のために必要な措置を講ずるよう努めなけ

ればならない。

前項に定めるもののほか、事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動に

関し、環境の保全及び創造に自ら努めるとともに、県及び市町村が実施する環

境の保全及び創造に関する施策に協力するよう努めなければならない。

（県民の責務）

第七条 県民は、基本理念にのっとり、その日常生活に伴う環境への負荷の低減

に努めなければならない。

前項に定めるもののほか、県民は、基本理念にのっとり、環境の保全及び創

造に自ら努めるとともに、県及び市町村が実施する環境の保全及び創造に関す



る施策に協力するよう努めなければならない。

（青森県環境白書）

第八条 知事は、毎年、環境の状況、環境の保全及び創造に関する施策の実施状

況等を明らかにした青森県環境白書を作成し、これを公表しなければならない。

第二章 環境の保全及び創造に関する基本的施策

第一節 施策の基本方針

（施策の基本方針）

第九条 県は、環境の保全及び創造に関する施策を策定し、及びこれを実施する

に当たっては、基本理念にのっとり、次に掲げる事項の確保を旨として、総合

的かつ計画的に行うものとする。

一 人の健康が保護され、及び生活環境が保全され、並びに自然環境が適正に

保全されるよう、大気、水、土壌その他の環境の自然的構成要素が良好な状

態に保持されること。

二 生態系の多様性の確保、野生生物の種の保存その他の生物の多様性の確保

が図られるとともに、森林、農地、水辺地等における多様な自然環境が地域

の自然的社会的条件に応じて体系的に保全されること。

三 人と自然との豊かな触れ合いが保たれること。

四 身近な緑と水辺及び優れた景観の保全及び創造、歴史的文化的資源の活用

等により、潤いと安らぎのある環境が保全され、及び創造されること。

五 環境への負荷の少ない持続的発展が可能な社会が構築されるよう、資源の

循環的な利用、エネルギーの有効利用、廃棄物の減量等が促進されること。

六 地球環境の保全に適切な配慮がなされること。

第二節 環境計画

（環境計画）

第十条 知事は、環境の保全及び創造に関する施策を総合的かつ計画的に推進す

るための計画（以下 環境計画 という。）を定めなければならない。

環境計画には、次に掲げる事項を定めるものとする。

一 環境の保全及び創造に関する目標

二 環境の保全及び創造に関する施策の方向



三 環境の保全及び創造に関する配慮の指針

四 その他環境の保全及び創造に関する重要な事項

知事は、環境計画を定めようとするときは、あらかじめ、青森県環境審議会

の意見を聴かなければならない。

知事は、環境計画を定めたときに、遅滞なく、これを公表しなければならな

い。

前二項の規定は、環境計画の変更について準用する。

第三節 環境の保全及び創造のための施策等

（施策の策定等に当たっての配慮）

第十一条 県は、環境に影響を及ぼすと認められる施策を策定し、及びこれを実

施するに当たっては、環境計画との整合を図り、環境の保全及び創造について

配慮するものとする。

（環境影響評価の推進）

第十二条 県は、土地の形状の変更、工作物の新設その他これらに類する事業を

行う事業者が、その事業の実施に当たりあらかじめその事業に係る環境への影

響について自ら適正に調査、予測及び評価を行い、その結果に基づき、その事

業に係る環境の保全について適正に配慮することを推進するため、必要な措置

を講ずるものとする。

（規制の措置）

第十三条 県は、公害を防止するため、公害の原因となる行為に関し、必要な規

制の措置を講ずるものとする。

県は、自然環境の保全を図るため、自然環境の適正な保全に支障を及ぼすお

それのある行為に関し、必要な規制の措置を講ずるものとする。

前二項に定めるもののほか、県は、環境の保全上の支障を防止するため、必

要な規制の措置を講ずるよう努めるものとする。

（誘導的措置）

第十四条 県は、事業者又は県民が自らの活動に係る環境への負荷の低減のため

の施設の整備その他の環境の保全及び創造のための適切な措置をとることとな

るよう誘導するため、必要な措置を講ずるものとする。

（環境の保全に関する施設の整備等）



第十五条 県は、緩衝地帯その他の環境の保全上の支障を防止するための公共的

施設の整備及び絶滅のおそれのある野生動植物の保護増殖その他の環境の保全

上の支障を防止するための事業を推進するため、必要な措置を講ずるものとす

る。

県は、下水道その他の環境の保全上の支障の防止に資する公共的施設の整備

及び森林の整備その他の環境の保全上の支障の防止に資する事業を推進するた

め、必要な措置を講ずるものとする。

県は、公園、緑地その他の公共的施設の整備その他の自然環境の適正な整備

及び健全な利用のための事業を推進するため、必要な措置を講ずるものとする。

県は、前二項に定める公共的施設の適切な利用を促進するための措置その他

のこれらの施設に係る環境の保全上の効果が増進されるために必要な措置を講

ずるものとする。

（潤いと安らぎのある環境の保全及び創造）

第十六条 県は、潤いと安らぎのある環境を保全し、及び創造するため、緑と水

に親しむことのできる生活空間の整備、美しい自然景観をはじめとする優れた

景観の形成、歴史的文化的遺産の保全等が推進されるよう必要な措置を講ずる

ものとする。

（資源の循環的な利用等の促進）

第十七条 県は、環境への負荷の低減を図るため、事業者及び県民による資源の

循環的な利用、エネルギーの有効利用、廃棄物の減量及び再生資源その他の環

境への負荷の低減に資する原材料、製品、役務等の利用（以下 資源の循環的

な利用等 という。）が促進されるよう必要な措置を講ずるものとする。

県は、県の施設の建設及び維持管理その他の事業の実施に当たっては、資源

の循環的な利用等に率先して努めるものとする。

（環境管理の促進）

第十八条 県は、事業者が行う環境管理（事業者が、その事業活動の実施に当たっ

て、自主的に環境の保全及び創造に関する方針及び目標を定め、その方針及び

目標を達成するための計画を策定して実施し、その実施状況を点検して必要な

是正の措置を講じ、並びにこれらについて客観的な監査を行う一連の取組をい

う。）を促進するため、必要な措置を講ずるものとする。



（教育及び学習の振興等）

第十九条 県は、環境の保全及び創造に関する教育及び学習の振興並びに環境の

保全及び創造に関する広報活動の充実により、事業者及び県民が環境の保全及

び創造についての理解を深めるとともにこれらの者の環境の保全及び創造に関

する活動を行う意欲が増進されるようにするため、必要な措置を講ずるものと

する。

（民間団体等の自発的な活動の促進）

第二十条 県は、事業者、県民又はこれらの者の組織する民間の団体（以下 民

間団体等 という。）が自発的に行う緑化活動、再生資源に係る回収活動その

他の環境の保全及び創造に関する活動が促進されるよう必要な措置を講ずるも

のとする。

（情報の提供）

第二十一条 県は、第十九条の環境の保全及び創造に関する教育及び学習の振興

並びに前条の民間団体等が自発的に行う環境の保全及び創造に関する活動の促

進に資するため、個人及び法人の権利利益の保護に配慮しつつ環境の状況その

他の環境の保全及び創造に関する必要な情報を適切に提供するものとする。

（調査の実施及び監視等の体制の整備）

第二十二条 県は、環境の状況の把握に関する調査その他の環境の保全及び創造

に関する施策の策定に必要な調査を実施するものとする。

県は、環境の状況を把握し、並びに環境の保全及び創造に関する施策を適正

に実施するために必要な監視、巡視、観測、測定、試験及び検査の体制の整備

に努めるものとする。

（放射性物質による大気の汚染等の防止についての配慮）

第二十三条 県は、環境の保全に関する施策を策定し、及びこれを実施するに当

たっては、放射性物質による大気の汚染、水質の汚濁及び土壌の汚染の防止に

ついて特に配慮するものとする。

第四節 地球環境の保全の推進等

（地球環境の保全の推進）

第二十四条 県は、地球環境の保全に資する施策を積極的に推進するものとする。

県は、国等と連携し、環境の保全に関する調査、研究、情報の提供等を行う



ことにより、地球環境の保全に関する国際協力の推進に努めるものとする。

（地球環境の保全に資する行動計画）

第二十五条 知事は、県、市町村、事業者及び県民がそれぞれの役割に応じて地

球環境の保全に資するように行動するための計画を定め、その普及及び啓発を

行うとともに、これに基づく行動が推進されるようにしなければならない。

第三章 環境の保全及び創造のための施策の推進

（国及び他の地方公共団体との協力）

第二十六条 県は、広域的な取組が必要とされる環境の保全及び創造に関する施

策を策定し、及びこれを実施するに当たっては、国及び他の地方公共団体と協

力して、その推進に努めるものとする。

（市町村への支援）

第二十七条 県は、市町村が行う環境の保全及び創造に関する施策を支援するよ

う努めるものとする。

（県民の意見の反映）

第二十八条 県は、環境の保全及び創造に関する施策に県民の意見を反映させる

ため、必要な措置を講ずるものとする。

（財政上の措置）

第二十九条 県は、環境の保全及び創造に関する施策を推進するために必要な財

政上の措置を講ずるよう努めるものとする。

附 則 （抄）

（施行期日）

この条例は、公布の日から施行する。



【あ】

アイドリング・ストップ

大気汚染防止を目的とし、自動車の駐・停止中にエンジンを不必要に アイド

リングすることを自粛すること。環境庁では平成 年度の環境月間を契機に全国

的な実践行動としての アイドリングストップ運動 を提唱している。

大気汚染や騒音・悪臭の防止はもちろん、地球温暖化の原因となる二酸化炭素

の大幅な排出抑制につながる。

青 潮

富栄養化した内海の表層で増殖したプランクトンが死に下層へ沈澱し、底層で

分解される過程で酸素が消費され、酸素濃度は次第に低下する。この貧酸素状態

になった底層の水塊が表層にまで上昇し、海水が青くみえる現象のことを指して

青潮という。赤潮同様に魚介類の大量死を発生させることがある。

赤 潮

プランクトンの異常増殖により海水が着色する現象であり、有害プランクトン

や、一時的に酸素消費量が増大することによる酸素欠乏のため、魚介類のへい死

など、漁業被害を伴うこともある。

悪臭原因物

特有の臭いを発生する物質は約 万種類にも及ぶといわれているが、その代表

的なものとしては、硫化水素、塩素ガス等の無機化合物のほか、脂肪酸、アミン

等の窒素化合物、メチルメルカプタン等の硫黄化合物等の有機化合物がある。

なお、 悪臭防止法 では、生活環境を損なうおそれのある次の 物質を特定

悪臭物質として指定し規制している。

アイドリング・ストップ

青 潮

赤 潮

悪臭原因物

環境用語の解説



特定悪臭物質 化 学 式 に お い

アンモニア し尿のようなにおい

メチル
メルカプタン

腐ったタマネギ
のようなにおい

硫化水素 腐った卵のようなにおい

硫化メチル （ ）
腐ったキャベツ

のようなにおい
二硫化メチル

トリメチルアミン （ ） 腐った魚のようなにおい

アセトアルデヒド 刺激的な青ぐさいにおい

プロピオン
アルデヒド

刺激的な
甘酸っぱい

焦げたにおい

ノルマルブチル
アルデヒド

（ ）

イソブチル
アルデヒド

（ ）

ノルマルバレル
アルデヒド

（ ） むせるような
甘酸っぱい

焦げたにおいイソバレル
アルデヒド

（ ）

イソブタノール （ ） 刺激的な発酵したにおい

酢酸エチル
刺激的なシンナー

のようなにおいメチル
イソブチルケトン

（ ）

トルエン ガソリンのようなにおい

スチレン 都市ガスのようなにおい

キシレン （ ） ガソリンのようなにおい

プロピオン酸 刺激的な酸っぱいにおい

ノルマル酪酸 （ ） 汗くさいにおい

ノルマル吉草酸 （ ）
むれた靴下

のようなにおい
イソ吉草酸 （ ）



アジェンダ

年 月にブラジルで開催された地球サミットにおいて採択された 環境と

開発に関するリオ宣言 を受け、 世紀に向け持続可能な開発を実現するために

各国及び各国際機関が実行すべき行動計画を具体的に規定するものである。

なお、アジェンダとは課題という意味である。

アスベスト（石綿）

保温・耐火材として用いられる蛇紋石や角閃石から採取する繊維状の鉱物。

材質は軟らかく、摩耗や熱に強いため、さまざまに加工できる。用途はボイラー

やスチーム暖房パイプの被覆、自動車のブレーキ、クラッチ、石油ストーブの芯

など 種に及ぶ。しかし大量に吸うと、肺ガン等の原因になる。

アメニティ（ ）

快適さ 、 感じのよさ と訳されている。環境面では、豊かな緑、清らかな

水辺、ゆとりある空間、美しい街並み、歴史的・文化的遺産などがバランスよく

備わった状態をいい、人間性豊かな生活を保証し、地域の活性化を推進していく

基盤ともなる。

硫黄酸化物（ ）

石油等の燃焼により生じる硫黄と酸素の化合物の総称。二酸化硫黄（ ）、

三酸化硫黄（ 、無水硫酸）など 種類ほどある。

は人の呼吸器に影響を与えたり、植物を枯らしたりする。

閾 値（いきち）

その値以下では地域住民の健康上に悪い影響が起こらない値をいう。

つまり、その値又はそれ以下の値であれば現在までの知見では直接又は間接の

影響が観察されなかった値。

一 律 基 準

工場等が遵守すべき規制基準として、国が一律に定めた基準をいう。

アジェンダ

アスベスト（石綿）

アメニティ（ ）

硫黄酸化物（ ）

閾 値（いきち）

一 律 基 準



一酸化炭素（ ）

無色・無味・無臭の気体で、炭などの不完全燃焼、自動車の排ガスにより発生

する。一酸化炭素中毒は、血液中のヘモグロビンとの結合により酸欠をきたし、

中枢神経をまひさせるものである。

移動発生源

大気汚染物質の発生源は、固定発生源と移動発生源に分類される。工場のボイ

ラー、金属加熱炉、硝子溶解炉等の生産設備と事業場の冷暖房ボイラー、焼却炉

等の固定発生源に対し、移動発生源として自動車、船舶、航空機がある。

上乗せ基準

ばい煙、汚濁物質等の排出（水）の規制に関して、都道府県が条例で定める基

準であって、国が定める基準より厳しいものをいう。

なお、いわゆる 上乗せ は、基準値そのものを厳しくするもののほか、規制

対象施設の範囲を拡げるもの（ 横出し と呼ばれる。）等を含めて使われる場合

がある。

エコロジー運動

人間も生態系の一部であるという観点から、自然環境と共生する生活や社会を

構築することを目指した運動のことを指す。自然保護や公害防止はもとより、食

品安全やリサイクル運動、省エネ・省資源活動なども広く含むものである。

塩化水素（ ）

常温では刺激臭の強い無色の気体、空気中では、水分を凝縮して白い霧となる。

ガス状塩化水素は粘膜を刺激し、粘膜に炎症を起こさせる。

（ ）

検出されず の意味。 規格の方法により測定を行った場合に、その結

果が当該方法の定量下限を下回ることを言う。

一酸化炭素（ ）

移動発生源

上乗せ基準

エコロジー運動

塩化水素（ ）

（ ）



（ ）

最確数という。

環境基準に設定されている大腸菌群数の測定方法として定められている最確法

を行う際に用いられる。この方法を用いて測定した大腸菌群数については、

と表記する。

加えて所定の条件で培養し、増殖又は所定の反応のみられた試験管数から試料

中の細菌数を算出する際の基準となる。

オキシダント（光化学オキシダント）

大気中の窒素酸化物や炭化水素が太陽の紫外線を受けて化学反応を起こして発

生する二次汚染物質で、オゾン、アルデヒド、 （パーオキシアセチルナイ

トレート）等の酸化性物質の総称である。

このオキシダントが原因で起こるいわゆる光化学スモッグは、日ざしの強い夏

季に多く発生し、目をチカチカさせたりすることがある。

オゾン（ ）

空気中では放電、紫外線の照射等により生じる臭気のある気体である。

以上の濃度に数時間の暴露で、気管支を刺激し、二酸化窒素の場合に似

た毒性肺水腫をおこすおそれがある。

オゾンの大部分は成層圏に分布しており特にオゾンが集まった層をオゾン層と

いう。太陽光線に含まれている有害な紫外線を吸収する役目を果たしている。

オゾン層の破壊

オゾン層が近年フッ素化合物などの人工化学物質によって破壊されていること

が明らかになってきた。フッ素化合物（総称フロン）は冷蔵庫、エアコンの冷媒、

電子部品製造時の洗浄剤、スプレーの噴射剤に使用されてきたが、使用後大気中

に放出されると、対流圏では分解されず、成層圏に到達し、太陽光により分解さ

れるが、その際に生ずる塩素原子がオゾンを破壊する。フロンと同様にオゾンを

破壊するものに消火剤用ハロン、洗剤用トリクロロエタン、それに四塩化炭素な

どがある。

（ ）

オキシダント（光化学オキシダント）

オゾン（ ）

オゾン層の破壊



汚 濁 源

上水道、工業用水道、水産資源等への被害や公共用水域の自浄作用の喪失など

水質に関する公害を直接又は間接に引き起こす原因となるものをいい、工場・事

業場排水、生活排水、廃棄物、農薬などが挙げられる。

汚濁負荷量

大気や水などの環境に排出される硫黄酸化物などの汚濁物質の 日当たりの量

で表される。これは都市下水や工場排水など汚濁源から排出される排出量などと

その汚濁物質の濃度の積で示される。

汚 泥

工場排水などを処理したあとに残る水分を多量に含んだ泥状の物をいい、下水

処理場などの排水処理から発生する腐りやすい有機物を含むものや、水道浄水場

から発生する主として粘土などを含む無機物が主体となるものなどがある。

温室効果ガス

赤外線を吸収し 温室効果 をもたらす気体で、二酸化炭素（ ）、メタン、

一酸化二窒素、フロン、代替フロンなどがある。

【か】

化学的酸素要求量（ ）

海域や湖沼の汚れの度合を示す数値で、水中の有機物などの汚染源となる物質

を通常、過マンガン酸カリウム等の酸化剤で酸化するとき消費される酸素量を

で表したものである。この数値が高いほど水中の汚染物質の量も多いという

ことを示している。

加重等価平均感覚騒音レベル（ ）

ある場所における 日あたりの航空機騒音の大きさを表す単位で 機ごとの騒

音レベルだけでなく、飛来時間や機数をも考慮したものである。

まず 日に飛来した航空機の騒音レベルをすべて 平均し、更に時間帯別機

汚 濁 源

汚濁負荷量

汚 泥

温室効果ガス

化学的酸素要求量（ ）

加重等価平均感覚騒音レベル（ ）



数について、同じ大きさの騒音でも昼と夜とでは、夜の方がうるさく感じられる

ので、夕方に飛来した機数を 倍、夜に飛来した機数を 倍にして計算する。

カドミウム（ ）

カドミウムによる環境汚染は、従来亜鉛精錬所、メッキ工場や電気機器工場な

どの周辺でみられた。大量のカドミウムが長期間にわたって体内に入ると慢性中

毒となり、腎臓障害をおこし、カルシウム不足となり骨軟症をおこす。 イタイ

イタイ病 の原因物質は上流の鉱山の排水及び残滓に含まれていたカドミウムと

いわれている。

環境影響評価

開発事業の実施により公害の発生、自然環境の破壊など環境保全に重大な支障

をもたらすことのないように、当該開発事業が環境に及ぼす影響を事前に調査、

予測及び評価を行うことをいう。一般に、環境アセスメントと呼ばれている。

環 境 基 準

大気汚染、水質汚濁、土壌汚染及び騒音について、人の健康を保護し、生活環

境を保全する上で維持することが望ましい基準を行政上の目標値として定めたも

のであり、環境基本法第 条に規定されている。

環境放射線

人間の生活環境にあるすべての放射線をいう。最も多いのは自然放射線、次い

で極微量であるが過去の核実験及び原子力施設から環境に放出された人工放射性

物質による人工放射線がある。

環境放射線等モニタリング

原子力施設周辺地域にモニタリング地点を設け、環境放射線を測定したり、環

境試料中の放射能を分析、測定することをいう。本県では、この結果は専門家に

よって評価され、一般に公表されている。

カドミウム（ ）

環境影響評価

環 境 基 準

環境放射線

環境放射線等モニタリング



環境ホルモン

動物の生体内に取り込まれた場合に、本来、その生体内で営まれている正常な

ホルモン作用に影響を与える外因性内分泌撹乱化学物質のことをいう。

現在、ビスフェノール 、フタル酸エステル類等約 種類の化学物質が、生殖

機能阻害、悪性腫瘍等を引き起こす可能性があると疑われている。

環境マネジメントシステム

企業等の事業組織が法令等の規制基準を遵守することにとどまらず、自主的・

積極的に環境保全のためにとる行動を計画・実行・評価することをいう。そのた

め、 環境保全に関する方針、目標、計画等を定め、 これを実行、記録し、

その実行状況を点検して方針等を見直す一連の手続を 環境マネジメントシステ

ム という。また、こうした一連のシステム点検作業が 環境監査 と呼ばれて

いる。なお、このシステムの国際規格（ ）が 年 月 日に正式に

発行され、それを受け、我が国でも同年 月 日に 化された。

観 測 井

地盤変動の状況及び地下水位の状態がどのようになっているかを観測するため

の井戸である。

規 制 基 準

法律又は地方公共団体の条例に基づいて設定された公害の原因となる行為の規

制に関する基準であって、事業者等の直接の遵守義務が課せられているもの。

青森県公害防止条例では 条、 条、 条、 条、 条にそれぞれ規定されて

いる。

さらに具体的な規制項目及び基準値については青森県公害防止条例施行規則に

定められている。

逆 転 層

大気中では通常、高度が高くなるほど気温が下がるが、逆に高度の高いところ

に地表よりも温度の高い層ができることがあり、これを逆転層という。逆転層が

環境ホルモン

環境マネジメントシステム

観 測 井

規 制 基 準

逆 転 層



できると大気にフタをした様な状態になり、逆転層の内側の大気の状態を安定さ

せるため、地上から出たばい煙が逆転層の内側に閉じ込められた状態になり、大

気の汚染がひどくなる。

嗅覚測定法

悪臭の測定方法は、嗅覚測定法と機器分析法とに大別される。機器分析法が臭

気成分の分析を主目的とするのに対し、嗅覚測定法は人間の嗅覚によって臭気の

質とその強さを測定することを目的として行われるものであり、三点比較式臭袋

法がよく用いられる。

グリーン購入

商品やサービスを購入する際に、価格・機能・品質等だけでなく 環境 の視

点を重視し、環境への負荷ができるだけ少ないものを選んで優先的に購入するこ

と。グリーン購入は、環境保全型商品の市場を生み出し、製造者側に環境保全型

商品の開発・供給のインセンティブを与えることになり、持続可能な社会経済シ

ステムにおいて極めて重要な鍵を握っている。平成 年 月には、グリーン購入

を率先して取り組む企業、行政機関、民間団体等による グリーン購入ネットワー

ク が設立され、必要な情報の収集・提供、ガイドラインづくり、意識啓発等が

行われている。

平成 年 月にはグリーン購入の促進を目的に 国等による環境物品等の調達

の推進等に関する法律 いわゆるグリーン購入法が制定され、国についてはグリー

ン購入の義務付け、地方公共団体に対しては努力義務が課せられた。また、事業

者や国民に対してもグリーン購入を求めている。

クローズド・システム

クローズド・システムとは、工場の生産工程等から出る排出物を有効に再利用

し、有害物質の排出防止のための処理工程を組み込んで、使えるものはできるだ

け再利用し、最後は完全に無害化して外部へ排出するようなシステムをいう。

嗅覚測定法

グリーン購入

クローズド・システム



値（規制）

施設ごとに煙突の高さに応じた硫黄酸化物の排出許容量を求める際に使用する

大気汚染防止法で定められた定数である。 値は地域ごとに定められており、施

設が集合して設置される地域ほど規則が厳しく、その値も小さい。

健 康 項 目

公共用水域及び地下水の水質汚濁に係る環境基準で、人の健康を保護するうえ

で維持することが望ましい基準として設定された項目をいい、次の 項目がある。

値（規制）

健 康 項 目

カドミウム

全シアン

鉛

クロム（六価）

砒素

総水銀

アルキル水銀

ジクロロメタン

四塩化炭素

ジクロロエタン

ジクロロエチレン

シスー ジクロロエチレン

トリクロロエタン

トリクロロエタン

トリクロロエチレン

テトラクロロエチレン

ジクロロプロペン

チウラム

シマジン

チオベンカルブ

ベンゼン

セレン

硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素

ふっ素

ほう素

建設副産物

建設工事に伴い副次的に得られるすべての物品であり、その種類としては、工

事現場外に搬出される建設発生土 、 コンクリート塊 、 アスファルト・コンク

リート塊 、建設発生木材 、 建設汚泥 、 紙くず 、金属くず 、ガラスくず・

コンクリートくず（工作物の新築、改築または除去に伴って生じたものを除く。）

及び陶磁器くず またはこれらのものが混合した 建設混合廃棄物 などがある。

建設副産物



公害防止管理者

特定工場における公害防止組織の整備に関する法律 に定められた特定工場

において、公害の防止に関する業務のうち技術的事項を管理する者をいう。特定

事業者はばい煙発生施設、汚水等排出施設、騒音発生施設、粉じん発生施設及び

振動発生施設の区分ごとに、それぞれ異なる種類の公害防止管理者を選任しなけ

ればならない。

公害防止協定

地方公共団体と企業、住民団体と企業などの間で、公害防止のために必要な措

置を取り決める協定のことをいう。公害規制法の不備を補い、地域の特殊性に応

じた有効な公害規制を弾力的に実施するのに適するため、法律や条例の規制と並

ぶ有力な公害防止対策上の手段として広く利用されている。

公害防止計画

公害が現に著しい地域、あるいは人口及び産業の急速な集中等により公害が著

しくなるおそれがある地域において、公害防止に関する施策を総合的、計画的に

講ずることによって公害の防止を図ることを目的として策定されるものである。

降下ばいじん

大気中の汚染物質のうち雨水とともに、あるいは単独の形で地上に降下する物

質の総称。

公共用水域

水質汚濁防止法で 河川、湖沼、港湾、沿岸海域その他公共の用に供される水

域及びこれに接続する公共溝渠、かんがい用水路その他公共の用に供される水路

をいう。ただし、 下水道法で定めている公共下水道及び流域下水道であって、

終末処理場を有しているもの、またこの流域下水道に接続している公共下水道は

除く とされている。

公害防止管理者

公害防止協定

公害防止計画

降下ばいじん

公共用水域



コージェネレーション

発電と同時に発生した排熱も利用して、給湯・暖房などを行うエネルギー供給

システム。従来の発電システムでのエネルギー利用効率は ％程度で、残りは排

熱として失われていたが、コージェネレーションシステムでは最大 ％まで高め

られる。これまでは紙パルプ、石油化学産業などで導入されていたが、最近では

オフィスビルや病院、ホテル、スポーツ施設などでも導入されつつある。

【さ】

最 終 処 分

廃棄物を自然環境に還元することをいう。これには埋立処分、海洋投入処分が

あり、法令により一定の処理基準が定められている。

また最終処分場とは、一般廃棄物及び産業廃棄物を処分するために必要な場所

及び施設・設備の総体をいう。産業廃棄物処分場には、安定型（廃プラスチック

等）、管理型（汚でい等）、しゃ断型（有害物質を埋立基準以上を含む廃棄物）が

ある。

酸 性 雨

工場、事業場から排出されるばい煙、自動車の排出ガス中に含まれている硫黄

酸化物、窒素酸化物等の大気汚染物質が大気中で化学変化を起こし酸性物質と

なったものが、雲や降水に取り込まれることによって生ずる 以下の雨をい

う。

自 然 圧 密

堆積年代の新しい沖積層や盛土部分で生じる沈下現象。土自体の重さにより、

地盤が自然に沈降すること。

自然環境保全地域

高山性植物、すぐれた天然林などの中で、自然的社会的諸条件からみて、その

自然環境を保全することが特に必要な地域を自然環境保全法又は県自然環境保全

条例に基づき指定する地域をいう。

コージェネレーション

最 終 処 分

酸 性 雨

自 然 圧 密

自然環境保全地域



浄 化 槽

し尿及び生活雑排水を沈でん分離あるいは微生物の作用による腐敗又は酸化分

解等の方法によって処理し、それを消毒し、放流する施設をいう。

振動レベル

振動の加速度を （デシベル）で表した公害用振動レベル計に人間の振動感

覚に似せた回路を使って測った値をいう。単位はデシベル（ ）を用いる。

水 質 基 準

一般に水質を保全するための基準としては、公共用水域自体の水質が、人の健

康の保護ならびに生活環境保全のために維持されることが望ましい基準として定

められる環境基準と、工場又は事業場などから公共用水域に排出される水の水質

許容限度として定められる排水基準の二つがある。水質基準としては、まず水域

自体の利用目的等による環境基準が定められ、この基準を達成するためのものと

して排水基準が定められる。

水 準 点

土地の標高を表す標石で、水準測量の基準として用いられている。地盤の変動

状況を測定するためには、これを用いる。

生活環境項目

水質汚濁物質の中で、生活環境に悪影響を及ぼすおそれのあるものとして定め

られた項目をいい、 、 、 、 、 、大腸菌群数などについ

て定められている。

排水基準については、項目別に定められているが、環境基準については、河川、

湖沼、海域別に、水道、水産、農業用水、工業用水、水浴などの利用目的に適応

した類型によって基準が定められている。

生活雑排水

各家庭から排出される排水（生活排水）には、台所、洗濯、風呂などからの排

浄 化 槽

振動レベル

水 質 基 準

水 準 点

生活環境項目

生活雑排水



水と、便所からの排水とがあり、このうち便所からの排水を除いた排水を生活雑

排水という。

生活雑排水は、下水道や浄化槽に接続している家庭では、し尿を含んだ水とと

もに処理されるが、そのほかの家庭では大部分が未処理のまま流されており、河

川等の公共用水域の汚濁要因の一つとなっている。

生物化学的酸素要求量（ ）

生活環境項目の一つであり、河川水や工場排水、下水などの汚濁の程度を示す

もので水の中に含まれる有機物質が一定時間、一定温度のもとで微生物によって

生物化学的に分解されるときに消費される酸素の量をいい、単位は で表示

される。 の高い水は生物的に分解されやすい有機物が多く含まれているこ

とを示している。

ゼロ・エミッション

廃棄物や熱の自然界への排出（エミッション）をゼロにすること。具体的には、

一産業・社会部門における廃棄物・熱を極力その中で再利用するとともに、他部

門での活用を含め、全体として廃棄物等をなくすこと。

国連大学や国際機関が中心となり提唱・研究されており、完全循環型社会の構

築を目指している。

騒音レベル

騒音計で測定した騒音の指示値を騒音レベルといい、単位はホンを用いていた

が、平成 年 月からデシベルに変更された。

総水銀（ ）

水銀による汚染状況を示す測定値の名称。

水銀は、神経系をおかし、手足のふるえを起こしたり、言語障害、食欲不振、

聴力、視力の減退をもたらす。

水銀化合物のメチル水銀が 水俣病 の原因物質であることが知られている。

生物化学的酸素要求量（ ）

ゼロ・エミッション

騒音レベル

総水銀（ ）



総 量 規 制

一定の地域内の汚染（濁）物質の排出総量を環境保全上許容できる限度にとど

めるため、工場等に対し汚染（濁）物質許容排出量を割りあてて、この量をもっ

て規制する方法をいう。個々の発生源に対する従来の規制のみでは地域全体とし

て、健全な生活環境を維持することが困難な場合に、その解決手段として総量規

制の方式がとられている。

【た】

炭化水素（ ）

塗装・印刷工場・重油等の貯蔵タンク・自動車等から主に発生し、窒素酸化物

とともに光化学オキシダントの原因物質の一つである。

ダイオキシン類

有機塩素化合物であるポリ塩化ジベンゾーパラージオキシン（ 、 種

類）とポリ塩化ジベンゾフラン（ 、 種類）の総称で、主として物の

燃焼に伴い非意図的に生成される。

平成 年 月 日に公布されたダイオキシン類対策特別措置法では 及

び にダイオキシン類と同様の毒性を示すコプラナーポリ塩化ビフェニル

（コプラナー ）と呼ばれる物質群を含めて、 ダイオキシン類 と定義さ

れた。

窒素酸化物（ ）

、 、 、 などがある。

主として、重油・ガソリン・石油などの燃焼により発生するほか、化学工場な

どからも発生する。大気汚染物質として問題となるのは 、 である。燃

焼によって直接発生するのは で大気中で が酸化され になる。

は光化学スモッグの発生原因となるほか、人体影響は、中枢神経系への

影響、呼吸気道、肺等に障害を与える。

総 量 規 制

炭化水素（ ）

ダイオキシン類

窒素酸化物（ ）



中 央 値

統計学用語で、中位数ともいう。多数個の測定値の中央値とは、その数値を大

きい順に並べた場合の中央に位置する数値をいう。

中 間 処 理

廃棄物の最終処分（埋立、海洋投入処分）に先だって行われる人為的な操作等

をいう。

主な方法として、焼却、中和、溶融、圧縮等がある。

仲 裁

当事者が、裁判所において裁判を受ける権利を放棄して、紛争解決を仲裁委員

会の判断に委ね、その判断を最終的なものとしてこれに従うことを約束すること

によって、紛争の解決を図ることをいう。

調 停

調停委員会が、当事者の間に入って調停案を示して当事者が互いに譲歩して、

紛争解決の合意を図ることをいう。

鳥獣保護区

野生鳥獣の保護、繁殖を図るために、必要があると認めたとき、環境庁長官又

は都道府県知事が設定した区域のことである。この区域ではすべての鳥獣の捕獲

が禁止され、鳥獣の生息及び繁殖のために必要な保護施設等を設けている。特に

鳥獣の保護繁殖を図る必要があるところを特別保護地区に指定して、開発行為や

工作物の設置など鳥獣の生息に影響を及ぼす行為を規制している。

低 公 害 車

電気自動車などその運行に伴って排出ガスを排出しない自動車、又は排出ガス

の排出量が相当程度少ないと認められる自動車、その他の環境への負荷の少ない

自動車のことをいう。

具体的には、電気・メタノール・天然ガス・ハイブリッド自動車等がある。

中 央 値

中 間 処 理

仲 裁

調 停

鳥獣保護区

低 公 害 車



デポジットゲージ

ガラス等の円筒容器に降下ばいじんを捕集する装置で、ばいじん量、重金属濃

度、陰イオン濃度等の測定に用いる。

デポジット制度

缶飲料等を販売するに当たり、預かり金（デポジット）を料金に上乗せし、消

費者が小売店等にビールびん等の商品容器を返却した場合に預かり金を払い戻す

制度。消費者に経済負担を負わせることによって、空き缶や空き瓶の散乱を防止

し、ごみの減量とリサイクルを進めることを目的としている。

テレメータ

無線又は有線回線を用いて遠隔地の測定局と中央監視局を結び、測定局のデー

タを中央監視局で一元的に収集処理するもので、コンピュータと通信回線を組み

合わせてシステム化されている。大気汚染や水質汚濁の状況の監視などに用いら

れる。

等価騒音レベル（ ）

一定時間に発生した騒音レベルを騒音のエネルギー値に換算して、時間平均し

たもの。国際的にも騒音の評価値として広く使われ、騒音の発生頻度や継続時間

を含めた評価が可能であり、平成 年 月施行の新しい騒音に係る環境基準に採

用されている。単位は、 （デシベル）が用いられる。

特定事業場

水質汚濁防止法では、生産施設等のうち汚水又は、廃液を排出する施設を特定

施設として定めているが、この特定施設を設置する工場、事業場を特定事業場と

いう。

特定ハロン

ハロンとは炭素、フッ素、臭素等の化合物であり、化学的に安定、無色透明、

不燃性、毒性がない等の性質を有する。特定ハロンとは、ハロン 、 、

デポジットゲージ

デポジット制度

テレメータ

等価騒音レベル（ ）

特定事業場

特定ハロン



の 種類のハロンを指し、すでに生産が全廃されている。

特定フロン

年 月に、 オゾン層の保護に関するウィーン条約 が採択され、同条約

に基づいて モントリオール議定書 が 年 月に採択された。この議定書で

規制の対象となったフロン 、フロン 、フロン 、フロン 、フロン を

特定フロンといい、 年末に生産が全廃された。

トリクロロエチレン

有機塩素系化合物で、クロロホルム臭のある無色透明の液体で揮発性を有し、

不燃性である。水に難溶、エーテル、エタノール等の有機溶剤に可溶。金属、機

械部品等の脱脂・洗浄剤、一般溶剤として用いられる。目、鼻、のどを刺激し、

皮膚にくりかえし接触すると皮膚炎をおこす。また、蒸気を吸入すると、めまい、

頭痛、吐き気、貧血、肝臓障害等をおこす。

環境基準（大気） 年平均値が 以下

環境基準（水質） 以下

環境基準（土壌） 検液 につき 以下

排出基準 以下

水道水の水質基準 以下

【な】

鉛（ ）

鉛による中毒症状としては、骨ずい神経を害し、貧血、血液変化、神経障害、

胃腸障害、身体の衰弱等を起こして強度の中毒では死亡する。金属鉛は常温では

蒸発しないが粉じんとして吸入し、あるいは経口的に摂取するおそれがある。

％ 値

個の日間平均値を小さい方から並べた時、 番目（小数点以下切上げ）

にくる数値、 、 の環境基準達成の判定に用いる。

特定フロン

トリクロロエチレン

鉛（ ）

％ 値



日平均値の ％除外値

年間にわたる日平均値の高い方から ％の範囲にあるものを除いた次の日の平

均値である。

例 有効測定日数 日の ％ 日 日間を除外し、 番目に高い日平均

値を ％除外値とする。同様に ％値とは、年間にわたる日平均値（ 個）のう

ち低い方から 番目にくる数値を示す。

ノルマル立方メートル毎時（ ）

温度が零度、圧力が 気圧の状態に換算した時間当たりの気体の排出量などを

表わす単位である。

【は】

ば い 煙

大気汚染防止法等において、次のとおり定められている。

ア 燃料その他の物の燃焼に伴い発生する硫黄酸化物

イ 燃料その他の物の燃焼又は熱源としての電気の使用に伴い発生するばいじ

ん

ウ 物の燃焼、合成、分解その他の処理に伴い発生する物のうち、カドミウム

及びその化合物、塩素及び塩化水素、フッ素、フッ化水素及びフッ化ケイ素、

鉛及びその化合物並びに窒素酸化物（これらを総合して有害物質という）

廃 棄 物

廃棄物の処理及び清掃に関する法律 で規定している廃棄物とは、占有者が

自ら利用し、又は他人に有償で売却することができないために不要になったもの

をいい、放射性物質及びこれによって汚染された物並びに気体状の排出物を除く

すべての汚物が含まれる。

なお、 特別管理一般（産業）廃棄物 とは、一般（産業）廃棄物のうち、爆

発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれが

ある性状を有するものをいう。

日平均値の ％除外値

ノルマル立方メートル毎時（ ）

ば い 煙

廃 棄 物



排 出 基 準

大気汚染防止法において工場などに設置されるばい煙発生施設で発生し、排出

口から大気中に排出されるばい煙の量の許容限度をいう。現在排出基準の設定さ

れている大気汚染物質として硫黄酸化物、ばいじん及び政令で指定されている有

害物質（窒素酸化物、カドミウム及び化合物、塩素及び塩化水素、フッ素、フッ

化水素及びフッ化珪素並びに鉛及びその化合物）がある。

ば い じ ん

石炭や石油系の燃料の燃焼に伴い発生するすす等の未燃焼物をいい、このうち

大気中に排出されたあと、重くて地上に降りてくるものを降下ばいじんという。

光 害

光害は、ネオンや街灯の光によって、夜間、星がよく見えなくなるなどの影響

が出ることであり、大気汚染や水質汚濁といった典型 公害とは異なり、人の健

康に影響がでたり、必ずしも不快感をもたらすものではない。しかし、夜間の人

工光は道路・航路などの安全確保や都市機能を維持する上で不可欠であるが、必

要以上の照明はエネルギーを浪費するだけでなく、天体観測を困難にするもので

あり、また、夜間の過剰な照明による動植物の生態系の変化などの影響が懸念さ

れる。

排 出 基 準

ば い じ ん

光 害

（燃え殻、汚泥、廃油など 種類の廃棄物）

（産業廃棄物のうち、医療機関から出される感染性廃

棄物や 汚染物など）

（家庭から出されるごみ、粗大ごみ、し尿など）

（一般廃棄物のうち、廃家電製品に含まれる 使

用部品や医療機関から出される感染性廃棄物など）

廃棄物

事業系

生活系

産業廃棄物

一般廃棄物

特別管理産業廃棄物

特別管理一般廃棄物



ビオトープ（ ）

ドイツ語で （生物）、 （場所）を意味し、学術上、生物圏の地域

的な基本単位を指し、動植物の生息地、生育地といった意味で用いられる。

砒 素（ ）

鶏冠石、石黄等に硫化物として含まれている。

砒酸鉛、三酸化砒素などは殺虫剤として農薬に用いられている。

非メタン炭化水素（ ）

各種の炭化水素のうち、光化学反応性に乏しいメタンを除いたものをいい、光

化学反応により光化学スモッグを引き起こす。非メタン炭化水素の発生源は、自

動車排ガス、塗装・洗浄工場からの放出、石油タンクやガソリンスタンドからの

揮発である。

富 栄 養 化

富栄養化とは、水の出入りの少ない湖沼、内海等に植物が生育するうえで必要

とする栄養物質（代表的なものとして窒素、燐）が流入し、プランクトンや藻類

が異常に増えて、水質が悪化する現象をいう。その結果として、特に湖沼におい

てはアオコの発生、海においては赤潮の発生などの現象が起こり、棲息動物がへ

い死したり、飲料水として使用するためには多額の経費を必要とする等、障害と

なる場合がある。

フ ッ 素（ ）

腐食性に富み、極めて有毒である。低濃度でも植物被害が現われる。アルミニ

ウム製造業、鉄鋼業、燐酸肥料製造業の工場から発生する。

浮 遊 物 質（ ）

水に溶けない懸濁性の物質をいい、単位は で表示される。水の濁りの原

因となるもので魚類のエラをふさいでへい死させたり、日光の透過を妨げること

によって水生植物の光合成作用を妨害するなどの有害作用がある。また、有機性

ビオトープ（ ）

砒 素（ ）

非メタン炭化水素（ ）

富 栄 養 化

フ ッ 素（ ）

浮 遊 物 質（ ）



浮遊質の場合は河床に堆積して腐敗するため、底質を悪化させる。

浮遊粉じん（ 又は ）

大気中に浮遊しているきわめて微細な粒子で、物の破砕、選別、土砂の巻き上

げ、燃料の燃焼過程等で発生する。このうち粒径 以下のものを浮遊粒子状

物質（ ）と呼び、環境基準に定められている。

フロンガス

フロンガスとは、フッ化炭化水素化合物の日本での通称である。無色・無臭の

気体または液体で、化学的・熱的に安定し腐食性・毒性も低く引火性がなく、冷

蔵庫・クーラーなどの冷媒や断熱材の発泡に用いられている。しかし、塩素を含

むフロンは、大気中に放出されることにより、オゾン層の破壊を引き起こすとし

て、 年のモントリオール議定書により生産・消費量の規制と段階的削減が決

定した。

閉鎖性水域

湖沼や内湾のように水の滞留時間が比較的長く、水の交換が行われにくい水域

をいう。汚濁物質が蓄積しやすいため水質汚濁が進行しやすく、また、その回復

が容易でないという特徴がある。

【ま】

マニフェストシステム

産業廃棄物の不適正処理や不法投棄を防ぐため、排出事業者が産業廃棄物を処

理委託する場合、種類や数量を明記した 管理票 を付け、外部業者が廃棄物の

適正処理と報告を行うことを義務づけた制度である。平成 年 月に導入され、

平成 年 月の廃棄物処理法改正に伴い、平成 年 月から全ての産業廃棄物に

ついての義務化されることとなった。

面 的 評 価

平成 年 月に騒音に係る環境基準が改正され、騒音レベルの指標が等価騒音

浮遊粉じん（ 又は ）

フロンガス

閉鎖性水域

マニフェストシステム

面 的 評 価



レベルに変更されるとともに、道路に面する地域の環境基準達成状況の評価方法

は、当該地域内のすべての住居等のうち環境基準の基準値を超過する戸数及び割

合を把握することにより評価する、いわゆる 面的 な評価へと変更になった。

木質バイオマス

バイオマス とは、生物資源（ ）の量（ ）を表すことばであ

り、 再生可能な、生物由来の有機性資源（化石燃料は除く）のことを呼びます。

その中で、木材からなるバイオマスのことを 木質バイオマス と呼びます。

木質バイオマスには、主に、樹木の伐採や造材のときに発生した枝、菜などの

林地残材、製材工場などから発生する端材やおが屑などのほか、街路樹の剪定枝

や住宅の解体材などの種類があります。

【や】

溶液導電率法

大気中の汚染物質が水に溶けると電気を通しやすくなる。この性質を利用し、

汚染物質、特に二酸化硫黄の環境濃度の自動測定に用いる。

溶存酸素量（ ）

水中に溶けている酸素量のことをいい、溶存酸素は水の自浄作用や水中の生物

にとって必要不可欠のものである。溶解量を左右するのは水温、気圧、塩分など

で汚染度の高い水中では消費される酸素の量が多いので溶存する酸素量は少なく

なる。きれいな水ほど酸素は多く含まれ、水温が急激に上昇したり、藻類が著し

く繁殖するときには過飽和の状態となる。

横出し規制

国の公害関係法により規制対象となっている工場若しくは事業場又は項目以外

の工場若しくは事業場又は項目について地方公共団体が条例により規制を行うこ

とをいう。

木質バイオマス

溶液導電率法

溶存酸素量（ ）

横出し規制



【ら】

ライフサイクルアセスメント（ ）

製品の環境負荷を、原料調達段階から生産・消費・使用、廃棄に至る各段階毎

に分析し、評価する方法である。製品が環境に与える負荷の改善を目的とする。

硫酸ミスト

亜硫酸ガス（ ）が、空気中の水分に溶けると、亜硫酸になるが、大気中

にオキシダントがあると酸化されて硫酸になる。これが大気中で霧状に存在する

ものを硫酸ミストという。

類 型 指 定

水質汚濁及び騒音の環境基準については、国において類型別に基準値が示され

ている。これに基づき都道府県において水質汚濁に関しては現状水質等、騒音に

関しては都市計画区域等を勘案し、具体的な地域をあてはめ、指定することをい

う。

レッドデータブック

絶滅のおそれのある野生生物の種をリストアップし、その生息状況を解説した

資料集である。

年に （国際自然保護連合）が刊行したのが最初であり、わが国で

は、環境庁が 日本の絶滅のおそれのある野生生物 を刊行し、近年は各地方自

治体においても作成されてきている。

ローカルアジェンダ

地球規模の環境問題の原因やその解決策の多くは、地域における社会経済活動

や一人ひとりの生活に深くかかわっていることから、地域レベルでの取組を推進

する必要がある。このため青森県においても、平成 年度に あおもりアジェン

ダ を策定し、行政、事業者、県民が一体となって、地球環境保全に向けて取

り組むべき基本的方向や具体的行動を示している。

ライフサイクルアセスメント（ ）

硫酸ミスト

類 型 指 定

レッドデータブック

ローカルアジェンダ



（ ）

生物化学的酸素要求量

（ ）

化学的酸素要求量

（ ）

溶存酸素量

（ ）

導電率（単位 ）

シーリー

作戦態勢運用演習

（ ）

夜間離陸着陸訓練

（ ）

百万分の一という意味の濃度を表わす単位で、亜硫酸ガス とは、 の

空気中に亜硫酸ガスが 混入している状態をいう。

（ ）

浮遊物質

（ ）

加重等価平均感覚騒音レベル

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

シーリー

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）
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